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子 ども文 教 委 員 会 資 料

子ども教育部保育園・幼稚園課

「保育の質ガイドライン」の改訂について

区では保育施設等における教育・保育の質の維持・向上のため令和２年３月に「保育の質ガイ

ドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定したが、子どもの権利の保障及びさらなる教育・保

育の質の向上のためガイドラインを改訂することとした。このことについて、下記のとおり報告す

る。

記

１ 改訂までの経緯

令和４年５月 保育の質ガイドライン改訂検討委員会の設置

会長 小山 朝子（和洋女子大学人文学部こども発達学科准教授）

委員 関 政子（学校法人八幡学園やはた幼稚園園長、学校法人八

幡学園やはたみずのとう幼稚園園長）

曾木 書代（社会福祉法人龍美 陽だまりの丘保育園園長）

宮本 実利（区立ひがしなかの幼稚園園長）

滝瀬 恭子（区立弥生保育園園長）

令和４年 ７月６日 第１回保育の質ガイドライン改訂検討委員会

令和４年１１月１８日 第２回保育の質ガイドライン改訂検討委員会

２ 主な変更点

〇 「保育者等の姿勢」について分かりやすく説明するため、項目として明記。

〇 保育施設等で実践している取り組みを共有するため、「保育実践例」の項を追加。

〇 その他の主な変更点については別紙「中野区保育の質ガイドライン主な変更点」のとおり。

３ 改訂時期 令和５年３月

４ 保育の質ガイドライン改訂版 別添のとおり



（別紙） 

中野区保育の質ガイドライン主な変更点 

改訂後 現行 

目次 

１ 中野区の保育 

（７）安全管理（保育環境の安全確保）  

ア 事故防止 

イ ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）の予防 

ウ 誤嚥・窒息の事故予防 

エ プール・水遊びの事故予防 

オ 食物アレルギーの事故防止 

カ 園外保育時の事故防止 

キ 災害への備え 

ク 防犯対策 

 

５ 保育実践例 

 

目次 

１ 中野区の保育 

（７）安全管理（保育環境の安全確保）  

ア 事故防止 

イ ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）の予防 

ウ 園外保育時の事故防止 

エ プール・水遊びの事故予防 

 

 

オ 災害への備え 

カ 防犯対策 

全項目、「子どもたちの姿」と「保育者等の姿勢」

を記載。 

 

全項目、「子どもたちの姿」のみ記載。 

Ｐ５ 

 １中野区の保育 

(１)子どもの権利 

（略）子どもの権利は、すべての子どもが心身とも

に健康に、自分らしく育つための権利であり、私た

ち大人は、この子どもの権利を守る責任がありま

す。中野区は、子どもの権利を保障し子どもにやさ

しいまちづくりを推進するため、令和４年４月に

「中野区子どもの権利に関する条例」を施行しまし

た。 

 

Ｐ４ 

 １中野区の保育 

(１)子どもの権利 

（略）子どもの権利は、すべての子どもが心身とも

に健康に、自分らしく育つための権利であり、私た

ち大人は、この子どもの権利を守る責任がありま

す。 

Ｐ６ 

(２) 養護と教育を一体的に展開する 

【子どもたちの姿】 

子どもが安心して周りの環境に興味・関心を高め、

自信をもって活動している。  

 

【保育者等の姿勢】 

 

 子どもの生命の保持及び情緒の安定をはかり、自

信をもって活動ができるように援助していきます。 

Ｐ５ 

(２) 養護と教育を一体的に展開する 

【子どもたちの姿】 

子どもの情緒の安定が図られた中で、周りの環境

に興味・関心を高め、自信をもって活動している。 

 

 

・養護と教育を一体的に展開します。 

・子どもが安心し、自信をもって活動ができるよう

に援助していきます。 



 

Ｐ７ 

【養護と教育を一体的に展開する・チェックリスト】 

□ 子ども一人ひとりの発達をよく見ながら適切な

援助をし、自分で取り組んだ達成感や満足感を感

じられるよう関わっている。 

 

Ｐ６ 

【養護と教育を一体的に展開する・チェックリスト】 

□ 子どもがどこまでできるのか一人ひとりの発達

をよく見て、少しずつ段階を踏んで可能な限り自

分で体験をできるよう関わっている。 

Ｐ１０ 

④ 個別計画 

（略）子どもの状況や遊びの展開に応じて環境を適

宜変えていく等、主体的な学びにつながる教育・保

育が柔軟に行われることが求められます。 

 

Ｐ１０ 

④ 個別計画 

（略）子どもの状況や遊びの展開に応じて環境を適

宜変えていく等、保育者の教育・保育が柔軟に行わ

れることが求められます。 

Ｐ１３ 

ア 各視点・領域における保育のねらいと内容 

（略）それを各指導計画により具体的に示し、保育

実践につなげていくことが重要です。その保育実践

が「主体的・対話的で深い学び」となるように保育

していきます。保育所保育指針において保育実践の

教育の側面としては（以下、略） 

 

Ｐ１２ 

ア 各視点・領域における保育のねらいと内容 

（略）それを各指導計画により具体的に示し、保育

実践につなげていくことが重要です。保育所保育指

針において、保育実践の教育の側面としては（以下、

略） 

Ｐ１９ 

ウ 小学校教育との接続 

（略）就学前教育・保育施設の保育者（保育士・幼

稚園教諭・保育教諭）と小学校の教員等が参加する

（以下、略） 

 

Ｐ１７ 

ウ 小学校教育との接続 

（略）就学前教育・保育施設の保育者や幼稚園等と

小学校の教員等が参加する（以下、略） 

（略）円滑な接続を目指しています。加えて、文部

科学省が策定した幼児教育スタートプランに伴い、

「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿(10の姿)」

を手掛かりに、多様性に配慮したうえで、「主体的・

対話的で深い学び」の実現を図り、全ての幼児に学

びや生活の基盤を育む『幼保小の架け橋プログラム』

の開発・実施をします。この時期に求められる教育

の内容等を改めて可視化し、子どもに関わる大人が

立場の違いを越えて連携・協働し、地域や施設の創

意工夫を生かした取り組みを広めていきます。 

 

（略）円滑な接続を目指しています。 

このような実践を丁寧に積み重ねていくことで、

中野区教育ビジョン（第3次）に掲げている「一人ひ

とりの可能性を伸ばし、未来を切り拓く力を育む」

という中野区の子どもたちの姿を実現できるように

しています。 

Ｐ２２ 

【子どもの食育・チェックリスト】 

 

 

 

Ｐ２０ 

【子どもの食育・チェックリスト】 

 

 

 



 

《子どもが楽しく食べるための工夫》 

Ｐ２３ 

□ 保育者等や友だちと一緒に、急かされたり待

たされたりせず、一人ひとりのペースに合わせ

て食べる環境を設定している。 

□ 子どもが楽しく思い切り遊び、お腹が空き、

食事を喜んで食べている。 

□ 保育者等と一緒に食事をする中で、食の話題

を共有し、食の充実に努めている。 

 

Ｐ２１ 

《子どもが楽しく食べるための工夫》 

 

 

 

 

□ 子どもが楽しく思い切り遊び、お腹が空き、

食事を喜んで食べている。また、大人と一緒に

食事をする中で、食の話題を共有し、食の充実

に努めている。 

《食物アレルギー対応》 

□ 食物アレルギーは、医師の指示のもと対応をし

ている。 

□ 給食で使用する食材は、家庭で試したことを確

認してから提供している。 

《食物アレルギー事故防止対応》 

□ 食物アレルギー対応は、医師の指示のもと、安

全、安心な給食の提供がされるよう、全保育者等

で誤配や誤食などの事故防止のマニュアルを共通

理解している。 

 

※ 以下は「（７）安全管理」に記載 

 《家庭との連携》《アレルギー会議》《アナフィ

ラキシー症状への対応》《解除》《その他》 

Ｐ２４ 

 事故防止の取組については、特に、睡眠中、プー

ル活動・水遊び中、食事中等の場面では重大事故が

発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動

を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工

夫を行うなど、対策を講じることが必要となります。

また、保護者や職員との連携のもと、送迎時の連絡

や出欠確認を行う等、園児の安全も確保していきま

す。 

 

 

ア 事故防止 

安全な保育環境を確保するため、子どもの年齢、

場所、活動内容に留意し、事故の発生防止に取り組

みます。特に、睡眠、プール活動及び水遊び、食事

等の場面については、重大事故が発生しやすいこと

を踏まえて、場面に応じた適切な対応をすることが

重要です。 

 

 

イ ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）の予防 

 

ウ 誤嚥・窒息の事故予防 

 子どもの食事に関する情報（咀嚼や嚥下機能を含

む発達や喫食の状況、食行動の特徴など）について

イ ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）の予防 

 

ウ 園外保育時の事故防止 

 

 



把握し、職員間で共有することが必要です。食事の

前には、保護者から聞き取った内容を含めた当日の

子どもの健康状態等について情報を共有していきま

す。食事の場面では、誤嚥等による窒息のリスクと

なるものを除去したり、食物アレルギーのある子ど

もについては生活管理指導表等に基づいて対応した

りすることが必要です。子どもの年齢月齢によらず、

普段食べている食材が誤嚥等による窒息につながる

可能性があることを認識して食事の介助及び観察を

します。 

子どもが口に入れると咽頭部や気管が詰まる等、

窒息の可能性のある大きさ、形状の玩具や物につい

ては乳児のいる室内に置かないこと等を徹底しま

す。 

 

エ プール・水遊びの事故予防 

 

オ 食物アレルギーの事故防止 

食物アレルギーについては、「子供を預かる施設

における食物アレルギー対応ガイドブック」（東京

都福祉保健局）に基づき、誤食事故防止を最優先に

考え、集団給食の中で可能な方法を主治医の指導の

もとに行っていきます。 

 

カ 園外保育時の事故防止 

 

キ 災害への備え 

 

ク 防犯対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ プール・水遊びの事故予防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 災害への備え 

 

カ 防犯対策 

 

Ｐ２６ 

【安全管理（保育環境の安全確保）・チェックリス

ト】   

《事故防止》 

□ 自園あるいは他園のヒヤリハット事例を集め、

安全管理に活用している。 

 

□ 子どもの安全について、職員間の共通認識を持

ち、保護者との連携のもと、出欠確認を行う等に

より事故防止に努めている。 

 

Ｐ２４ 

【安全管理 保育環境の安全確保・チェックリス

ト】   

《事故防止》 

□ ヒヤリハット事例を集め、安全管理に活用して

いる。 

 

 

 

 

 



《誤嚥・窒息の事故予防》 

□ 子どもの食事に関する情報（咀嚼や嚥下機能を

含む発達や喫食の状況、食行動の特徴など）につ

いて把握し、職員間で共有している。 

□ 普段食べている食材が誤嚥等による窒息につ

ながる可能性があることを認識して、食事の介助

及び観察をしている。 

□ 口に入れると咽頭部や気管が詰まる等窒息の

可能性のある大きさ、形状の玩具や物について

は、乳児のいる室内に置いていない。 

□ 誤嚥が発生した場合の対応について、マニュア

ルを作成している。 

 

Ｐ２７ 

《食物アレルギー事故防止》 

 

 

□ 朝夕・延長保育時間や土曜保育の時など、担任

や看護師、園長が不在の状況でも、食物アレルギ

ー児の情報がわかるよう一覧表等を作成してい

る。 

 

 

 

 

 

□ 小麦や牛乳の食物アレルギー児が在園した場

合、小麦粉粘土や牛乳パックの製作活動などにも

配慮が必要なのか主治医や保護者に確認をして

いる。 

 

《園外保育の事故防止》 

□ 園外保育の際は、目的地への到着時や出発時に

加え、適宜、人数や健康状態を確認している。 

□ 園外保育から帰園した時は、園で迎え入れた職

員が人数を確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Ｐ２１【子どもの食育・チェックリスト】から

再構成 

《アナフィラキシー症状への対応》 

□ 朝夕・延長保育時間や土曜保育の時など、担任

や看護師、園長が不在の状況でも、食物アレルギ

ー児の情報がわかるようになっている。 

 

《解除》 

□ 食物アレルギー対応を解除する時には、口頭確

認だけでなく書類を作成し、全保育者等で確認、

共有している。 

《その他》 

□ 小麦や牛乳の食物アレルギー児が在園した場

合、小麦粉粘土や牛乳パックの製作活動などの配

慮をしている。 

 

Ｐ２４ 

《園外保育》 

Ｐ２９ 

図《保育所等訪問支援の流れ》《発達調査の流れ》

《訪問相談の流れ》 

 

Ｐ２５ 

図《発達支援の流れ》 



 

イ 外国籍家庭等特別な配慮を必要とする子どもの

支援 

（略）一人ひとりに応じた配慮や保護者への丁寧な

対応が求められます。保育者等は保護者の不安感に

気付くことができるよう、送迎時などにおける丁寧

な関わりの中で、家庭の状況や問題を把握する必要

があります。子どもの発達や行動の特徴、生活の様

子を伝えるなどして子どもの状況を保護者と共有す

るとともに、保護者の意向や思いを理解したうえで

必要に応じて個別の支援を行う必要があります。 

 

Ｐ２６ 

イ 外国籍家庭等特別な配慮を必要とする子どもの

支援 

（略）一人ひとりに応じた配慮や保護者への丁寧な

対応が必要です。 

ウ 不適切な養育等が疑われる家庭への支援 

（略）保護者の変化に気を配ることが必要です。中

野区では、虐待の未然防止や早期発見及び対応を図

るため、令和４年３月に「中野区児童虐待防止マニ

ュアル改訂版（２０２２）」を発行し、地域の関係

機関の協力のもと、子ども・家庭を支える仕組みの

構築に努めています。 

 

ウ 不適切な養育等が疑われる家庭への支援 

（略）保護者の変化に気を配ることが必要です。 

Ｐ３０ 

【特別な支援を要する子どもへの対応・チェックリ

スト】 

《不適切な養育等が疑われる家庭への支援》 

□ 職員は、中野区児童虐待防止マニュアル改訂版

（２０２２）の内容を確認し、共通理解をしてい

る。 

 

Ｐ２７ 

【特別な支援を要する子どもへの対応・チェックリ

スト】 

《不適切な養育等が疑われる家庭への支援》 

Ｐ３２ 

【子育て支援と地域との連携・チェックリスト】 

《就学前教育・保育施設の保護者に対する子育て支

援》 

□ 保護者に教育・保育方針や計画を示し、保育の

ねらいや意図を伝えている。 

 

Ｐ２９ 

【子育て支援と地域との連携・チェックリスト】 

《就学前教育・保育施設の保護者に対する子育て支

援》 

Ｐ３６ 

【施設の運営体制・チェックリスト】 

《保育施設の自己評価》 

□ 園の自己評価を行い、保育の質の向上に努めて

いる。 

Ｐ３３ 

【施設の運営体制・チェックリスト】 

《保育施設の自己評価》 

（注）比較のため「現行」の一部について表現を修正している。 







は じ め に
～「子どもの幸せにつながる保育」を実現するために ～

　女性の就業率の上昇に伴い、保育施設等の利用者数は一貫して増加してきました。中野区

は利用者数の増加に対応するため保育施設の整備、誘致を進めてきましたが、保育施設の増

加とともに教育・保育の質の維持・向上も重要な課題となっています。

　このため中野区では、令和２年３月に「保育の質ガイドライン」（以下「ガイドライン」と

いいます。）を策定しました。このガイドラインは子どもの権利を明記するとともに、保育環

境、保育内容、健康管理・支援、安全管理、特別な支援を要する子どもへの対応などについ

て子どもたちと保育者等のあるべき姿勢を示し、その実現のためのチェックリストを作成す

ることにより、保育者等を支援するために策定したものです。また、事業者や保育者、保護

者、地域、中野区が果たすべき責任と役割を定め、関係者が一体となって教育・保育の質の

維持・向上を図ることとしています。

　ガイドラインの策定後、中野区では令和３年３月に「中野区基本構想」を改定しました。

改定された基本構想では10年後に目指すまちの姿として、「未来ある子どもの育ちを地域全体

で支えるまち」を掲げています。また、令和４年４月には「中野区子どもの権利に関する条例」

を施行しました。この条例では、全ての人が子どもの権利を尊重する理念を持ち、それぞれ

の生活や活動に生かすことにより、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりを

推進することを目指しています。また、国でも子どもが自立した個人としてひとしく健やか

に成長することのできる社会を実現するため、令和５年４月に「こども家庭庁」が設置され

ます。

　子どもの権利の保障及びさらなる教育・保育の質の向上のため、ガイドラインの策定から

３年が経過する令和５年３月にガイドラインを改訂することとしました。改訂にあたっては

庁内に検討委員会を設置し、学識経験者や公立・私立の保育園・幼稚園の園長等にご参加い

ただき、より質の高い教育・保育の実現のため意見交換等を行いました。また、保育者の方

を支援するため、より分かりやすい表現に努めるとともに、巻末に実践記録を掲載すること

により、教育・保育施設等が実践例を共有、連携して質の向上に取り組むことができるよう

にしました。

　本ガイドラインを子どもの教育・保育に関わるすべての方々

に参考にしていただき、子どもが一人ひとりの人間として尊重

され、心身ともに健康に、自分らしく育つことのできる安全・

安心な環境が提供されることを心から願っております。
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中野区保育の質ガイドライン策定の背景

　子育てを社会全体で支えるため平成27年10月に子ども・子育て支援新制度が開始してから

各自治体では就学前教育・保育施設の量的拡大を進めてきました。中野区においても待機児

童解消のため、民間就学前教育・保育施設を誘致する等して保育定員を増やしてきました。

　これからの少子・高齢社会の到来に向け、将来にわたって安心して暮らし続けることがで

きるまちを実現することはとても重要であり、子どもと子育て家庭に対する総合的な支援を

推進していくことが求められています。また、幼児教育の無償化や働き方の多様化、女性の

就労が増える社会状況等に対応していくため、就学前人口と教育・保育需要の将来推計に基

づいた適切な施設配置を行う必要があります。

　一方、就学前教育・保育施設の量的拡大とともに、教育・保育の質の確保、向上が一層重

要になっています。保育施設は、保育所保育指針に基づき、これまでも一定の質を確保しな

がら運営してきましたが、近年の保育者不足や保護者の保育ニーズの多様化により、これま

で以上に質の維持及び質の向上が求められています。

　こうした状況を踏まえ、中野区内すべての就学前教育・保育施設において、子どもたちの

成長、発達に十分配慮しながら、子どもを中心とした教育・保育を計画的かつ確実に子ども

たちに提供するために、「中野区保育の質ガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます）

を策定しました。中野区では「中野区子ども・子育て支援事業計画」の基本理念等に基づき

就学前教育が行われています。また、中野区教育委員会が策定した「就学前教育プログラム

改訂版」において描かれている就学前教育の考え方や子どもの姿を踏まえながら、子どもの

最善の利益を守り、一人ひとりの子どもの発達に適切な援助を行う、養護と教育を担う就学

前教育・保育施設の基本的な指針となるのがこの「ガイドライン」です。

　このガイドラインでは、「子どもを中心とした保育」を実践するための基本的な指針として、

行政や事業者の果たすべき責任と役割を定め、保護者の参加・参画を推進すること、地域の

資源を生かしながら包括的な仕組みを構築することにより、保育の質の維持・向上を目指し

ています。また、保育者等一人ひとりにおいても日々の保育の振り返りにこの「ガイドライ

ン」を役立てていただけるよう中野区は保育者等を支援し、連携を図っていきます。また、

保護者、地域、事業者、中野区が「ガイドライン」を共有し、それぞれの立場、役割を意識し、

就学前教育・保育施設における保育の内容や取組について理解を深めていただくために活用

していきます。
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中野区の保育・教育の考え方

保 育 理 念

　乳幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎を培う極めて重要な時期であり、子どもは周りの大

人から愛されて育つ権利が保障されています。

　

　○　健康で安全な生活ができるよう配慮された環境の中で、子どもたちが自己を十分発揮し、活　　

　　動できるようにする。

　○　一人ひとりの子どもに愛情を持って温かく受容し、情緒の安定を図る。

　○　適切な養育・教育を通して人との関わりの大切さを知らせ、その後の学習の基礎となる自発

　　性、社会性を育てる。

保 育 目 標

一人ひとりの子どもを大切にし、集団生活を通して

を育てることを目標とします。

中野区子ども・子育て支援事業計画　基本理念

『未来ある子どもの育ちを地域全体で支え、子どもの権利を保障するまち』

★じょうぶな身体 ★豊かな心
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≪本ガイドラインの見方・使い方≫

　日本国憲法の精神に基づき、すべての児童の幸福を図るために定められた児童憲章では

「児童は、人として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境

のなかで育てられる」とされています。子どもの権利は、すべての子どもが心身ともに健康

に、自分らしく育つための権利であり、私たち大人は、この子どもの権利を守る責任があり

ます。中野区は、子どもの権利を保障し子どもにやさしいまちづくりを推進するため、令和

４年４月「中野区子どもの権利に関する条例」を施行しました。中野区では、教育・保育の

中で子どもの権利を守ることを一番大切にし、教育・保育全体を通して十分に配慮すること

が重要と考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（１）子どもの権利

【子どもたちの姿】
　　　一人ひとりの人間として尊重され、心身ともに健康に、自分らしく育っている。

【保育者等の姿勢】
・子ども一人ひとりに寄り添う誠実な保育を実践します。
・子どもの心情を丁寧に汲み取り、安心できる生活環境を提供します。

1 中野区の保育

【子どもの権利・チェックリスト】

《子どもの権利を守る立場としての保育者等の役割》

□　子どもの権利を守る立場を自覚し、保育内容や保護者との連携等、十分に配慮し

　　ている。

□　子どもに伝えたいことがあるときには、その子どもにわかりやすい言葉を使い

　　伝えている。

【本ガイドラインの用語の説明】

○ 就学前教育・保育施設：認可保育所・幼稚園・認定こども園・地域型保育施設
　 　　　　　　　　　　　 認証保育所・認可外保育施設

○ 保　　　 育 　　　者：保育士・幼稚園教諭（教師）・保育教諭　
　 　　　　　　　　　　　（就学前教育・保育施設において保育に携わる者）

○ 保　　育　　者　　等：保育者・看護師・栄養士・調理師・用務員・事務員等

【子どもたちの姿】

子どもが中心の保育を大

切にしたいので、『こん

な子どもに育ってほし

い』という姿を参考に示

しています。もちろん、

個々の育ちのプロセスや

ペースを尊重することが

基本です。

【保育者等の姿勢】

この枠内には、子どもた

ちの育ちを支える保育者

の姿勢を示しています。

その項目についての中野

区の考え方や取り組む姿

勢について示していま

す。

【チェックリスト】

保育者自身の保育を振り

返る視点を示しています

ので、ご活用ください。
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　日本国憲法の精神に基づき、すべての児童の幸福を図るために定められた児童憲章では「児童は、人

として尊ばれる。児童は、社会の一員として重んぜられる。児童は、よい環境のなかで育てられる」と

されています。子どもの権利は、すべての子どもが心身ともに健康に、自分らしく育つための権利であ

り、私たち大人は、この子どもの権利を守る責任があります。中野区は、子どもの権利を保障し子ども

にやさしいまちづくりを推進するため、令和４年４月に「中野区子どもの権利に関する条例」を施行し

ました。中野区では、教育・保育の中で子どもの権利を守ることを一番大切にし、教育・保育全体を通

して十分に配慮することが重要と考えています。

　現在、家族形態、多文化の共生等、子どもを取り巻く環境は多様化しており、子ども自身の特性を踏

まえ、より一層、一人ひとりの子どもに寄り添う保育を展開することが必要になっています。子どもの

成長を的確に捉え、子どもが今何を感じ、何を欲し、何を言いたいのか、言葉で表しにくい乳幼児期の

子どもの行動の背景にある隠れた心情をくみ取りながら、子ども自身が多くの人から大切な存在として

受け止められていると感じ、自己を十分に発揮し、自信をもって安心して生活できる環境を提供するこ

とが大切です。

　就学前教育・保育施設は、生まれて間もない子どもたちが、家庭から初めて社会に出て抱く不安な気

持ちをしっかりと受け止めることが重要です。また、一人ひとりの個性を知り、ゆったり関わる中で信

頼関係を築き、子どもが安心して自分らしく過ごせることを大切にしていきます。

（１）子どもの権利

【子どもたちの姿】

　　　一人ひとりの人間として尊重され、心身ともに健康に、自分らしく育っている。

【保育者等の姿勢】

   ・子ども一人ひとりに寄り添う誠実な保育を実践します。

   ・子どもの心情を丁寧に汲み取り、安心できる生活環境を提供します。

【子どもの権利・チェックリスト】

《子どもの権利を守る立場としての保育者等の役割》

□　子どもの権利を守る立場を自覚し、保育内容や保護者との連携等、十分に配慮している。

□　子どもに伝えたいことがあるときには、その子どもにわかりやすい言葉を使い伝えている。

□　排泄等、別の場所への移動時には、目を見て、話しかけてから抱っこや手をつなぎ、移動している。

□　就学前教育・保育施設は児童虐待の防止・早期発見・早期対応の役割を担う施設であること

を保育者等、全体で確認している。

□　子どもや保護者の状況や立場を考慮した言葉かけを心がけている

1 中野区の保育
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　就学前教育・保育施設の特性は、「養護と教育を一体的に展開すること」です。「養護」とは、子ども

の生命の保持及び情緒の安定を図るために保育者等が行う援助や関わりであり、「教育」とは子どもが

健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助を指します。子どもは一人の主体

として尊重され、保育者等に愛情をもって受容的・応答的に関わってもらい、安心して心地よく生活を

積み重ねていく中で情緒的な安定が得られます。愛着関係を形成し、保育者等が子どもにとって安全基

地となることで、人との基本的信頼感や自己肯定感につながり、生涯の人格形成の基盤となります。そ

して、その保育者等との信頼関係を拠り所にしながら、子ども自ら周りの環境に興味・関心を高めてい

き、活動を広げていくのです。

　養護と教育を一体的に展開するということは、保育者等が子どもを一人の人間として尊重し、その命

を守り、情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられるよう丁寧に援助すること

を指します。

《子どものとの関わり》

□　言葉で表現することがまだ難しい乳幼児期の子どもの行動をよく見て、背景にある隠れた心

情を汲み取り「子どもが何を求めているか」を知ろうとしている。

□　むやみに制止や禁止をする、子どもの言葉や身振り等を無視する、呼び捨てやあだ名で声を
かける、不必要な大声や、否定的・抑圧的・管理的な対応等をしないようにしている。

□　一人ひとりの子どもの行動や欲求に穏やかに接し、子どもが理解できるよう、年齢に応じた
わかりやすい言葉を選び、応答的に関わっている。

□　一人ひとりの子どもの個性や生活習慣等の違いを知り、それを認め合える子どもの心が育つ
よう努めている。

《環境の配慮》
□　子どもの生活のリズムを大切にし、健康で、安全な生活ができる環境や、自己を十分に発揮

できる環境を整えている。

□　くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定が図れる
よう、養護の行き届いた環境に配慮している。

□　おむつ交換やトイレ、身体計測・健康診断、着替え、プール指導の際は、他者の視線を遮る
工夫をする等、人権に配慮している。

（２）養護と教育を一体的に展開する

【子どもたちの姿】

　　　子どもが安心して周りの環境に興味・関心を高め、自信をもって活動している。

【保育者等の姿勢】

子どもの生命の保持及び情緒の安定をはかり、自信をもって活動ができるよう

に援助していきます。
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　就学前教育・保育は、施設における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことが特性です。環

境には、保育者と子どもの人的環境、施設や遊具等の物的環境、自然や社会現象等があります。こうし

【養護と教育を一体的に展開する・チェックリスト】

《養護と教育を一体的に展開する》

□　子どもに愛情をもって受容的・応答的に関わることで、子どもが安心して心地よく生活を積

み重ねている。

□　子どもの自発的な試みや、その結果の成功だけでなく失敗も保育者等が受容することで、子

どもは保育者等を安全基地にしながら、子ども自ら周りの環境に興味・関心を高め、活動を

広げている。

□　子どもを一人の人間として尊重し、その命を守り、情緒の安定を図りつつ、乳幼児期にふさ

わしい経験が積み重ねられるよう丁寧に援助している。

□　保育者等に子どもが自らの思いを伝えようとする、ささやかな仕草や声、意志を見逃さずに

丁寧に受け止めて応答的に関わっている。

□　子どもの姿を肯定的に捉えて、その姿に合わせて見守ったり、励ましたり、認めたりし、子

どもが自信をもって活動ができるように援助している

□　子どもの発達状況に合わせて０歳児にも、保育者等が丁寧な言葉を添え、応答的な関わりの

心地よさを感じる中で、言葉の獲得等の学びにつながることを意識し、関わっている。

□　保育者等が指示したことをやらせるのでなく、子どもの出すサインをキャッチし、関わりや

環境を工夫し、自己選択を促して温かく対応している。

□　日々の生活の中の着替えや手洗い等、生活習慣を大事にし、子どもが自らしようとする意欲

を大切にしながら、時間に余裕をもって、待ったり援助したりしている。

□　子ども一人ひとりの発達をよく見ながら適切な援助をし、自分で取り組んだ達成感や満足感

を感じられるよう関わっている。

（３）保育環境

【子どもたちの姿】

　　　安全・安心な環境の中、主体的に生活し、遊びを通して学んでいる。

【保育者等の姿勢】

・保育者等は、子どもにとって最大の人的環境であることを自覚して実践します。

・健康で安全に過ごすことができ、情緒の安定が図られる環境を整えます。

・子どもが自ら環境に関わり、自発的に活動し、様々な体験を積んでいくことが

できる環境を構成します。

・豊かな経験につながる自然環境・地域環境を、区と連携して提供します。
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た人、物、場等の環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊かなものになるよう、計画的に環境を構

成し、工夫して保育することが大切です。

ア　保育者等は最大の人的環境
　保育者等は子どもにとって最大の人的環境であることを自覚し、子どものささやかな仕草や声、伝え

てくる言葉や内面にある思いをよく観て、丁寧に受け止めて応答的に関わり、子どもの成長を見守り援

助します。子どもの姿を肯定的に捉えて、その姿に合わせて見守ったり、励ましたり、褒めたりしてい

き子どもが自信をもって活動ができるように援助し、出来栄えに目を向けるだけでなく、そこに至った

プロセス（過程）において、一人ひとりの子どもがどのような経験をしているのかにも目を向け、子ど

もの心の葛藤にも寄り添うことが大切です。保育者等は、安心の拠り所や子どもの理解者、遊びの援助

者、生活や遊びのモデル等多様な役割を果たすことが求められます。

イ　健康で安全な環境の確保
　就学前教育・保育施設においては子どもの命が守られることが最優先事項であり、子どもの健康と安

全に気を配り、子どもが安心して過ごせる健康で安全な環境を確保していくことが求められます。子ど

もの最善の利益を求めて、より良い保育が展開できることを認識した上で、子どもが安心して生活し、

生き生きと活動できる場であるようにします。

ウ　自発的な遊びを促す環境
　子どもたちは保育者等によって適切に整えられた環境のもと、生活や遊びを通して様々な力を身に付

けていきます。子どもが主体的に心や身体を動かして周囲の環境に関わり、遊びを展開していくことが

何より大切です。室内・戸外ともに、子どもの成長に合わせて遊具や用具を子どもの手の届く場所に複

数設定する等、乳幼児期の子どもの発達を捉え、子どもが自ら遊びたくなるような環境を構成し、子ど

もが十分楽しみ、満足感や充実感を得ることができるようにします。

　さらにその中で、一人もしくは少人数でじっくりと遊びこむことができる環境、ホッと一息つくよう

なくつろげる環境、友達と一緒に思いきり身体を動かしたり協同したりする活動ができる環境等、子ど

もが長時間生活する場としての環境を保障し、人と人との関わりを育むことのできる保育環境を構成し

ます。

エ　生活や遊びを豊かにする自然環境・地域環境
　戸外遊びは、外気浴や気分転換になったり、身近な動植物や自然事象に関わり新しい発見や感情が生

まれたり、全身を動かすことを楽しんだりする等、子どもにとって成長や発達を促す大切な経験となり

ます。園庭の有無にかかわらず、近隣公園や小学校の校庭等、地域の戸外環境を十分に活用していき、

区と連携して中野区の就学前教育・保育施設、小学校、中学

校における教育・保育の連続性を大切に連携していくことが

必要です。
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【保育環境・チェックリスト】

《保育者等は最大の人的環境》
□　保育者等は、子どもにとって最大の人的環境であることを自覚して、安心のより所や子ども

の理解者、遊びの援助者、生活や遊びのモデルの役割等を果たしている。

□　子どもの姿を肯定的に捉えて、出来栄えだけでなく、そこに至ったプロセス(過程)を認め、

どのような経験をしているのかを評価している。

《健康で安全な環境の確保》

□　月齢や発達に配慮し、乳幼児が安全に安心して落ち着いた生活を送るための配慮がなされている。

□　室内の温度、湿度、換気、採光、音等の環境は常に適切な状態を保持するよう心がけている。

□　手洗い場、机や椅子等は、子どもの身体に合わせる工夫があり、整えられている。

《自発的な遊びを促す環境》
□　生活や遊びの中で様々なものに触れ、音、形、色、手触り等、様々な感覚を楽しめるよう工

夫されている。

□　外気に触れ、自然を感じ、興味をもって自ら移動、探索して、十分に身体を動かせるような

環境が工夫されている。

□　子どもが思い切り身体を動かして遊べるような場を確保する中で十分に遊べるよう工夫されている。

□　子どもの成長に合わせて遊具、用具、絵本等が手の届く場所に設定され、子どもはその中か

ら自分の好きな遊びを選択し、主体的に遊びを展開できるように配慮されている。

□　子どもたちが遊びこむことができる時間と空間への配慮をしている。

□　子どもの自主性、自発性を尊重するとともに、子ども同士の関わりが生まれ、遊びが豊かに

展開されるように工夫されている。

□　一人でじっくりと楽しむことができる場所、友達と好きなことをして落ち着いて遊べる場所、

身体や心をゆっくりと休めたりくつろげたりする空間が設定されている。

□　発達や子どもの興味・関心に応じた遊具や用具、よりイメージを膨らませやすい素材、自然

物等が、様々用意されている。

□　知的好奇心、創造性、想像性を刺激する環境を用意している。

□　子どもの生活空間において、家具や調度品等に手作りのものや天然素材のものを取り入れる

等、工夫されている。

□　登園から降園までの一日を通して、子どもたちが落ち着いて過ごせるよう静かな活動と、活動量の多

い活動の両方を保障し、時間帯によっては異年齢で過ごすことも想定して遊具や用具を整えている。

《自然環境・地域環境》
□　菜園・プランターの植物や、園生活の中で緑を楽しむことができる工夫等、身近な自然と関

わることができる環境作りを大切にしている。

□　施設内だけでなく、近隣公園や小学校の校庭等、地域の環境を、区と連携して活用している。

□　施設周辺の自然環境・地域環境を生かし、活動の範囲を広げている。
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　就学前教育・保育施設において、保育の目標を達成するためには、子どもの発達を見通しながら計画

性のある教育・保育を実践することが必要です。計画を作成するにあたっては、保育者等が各々の職種

や立場に応じて参画し、施設全体で共有しながら、教育・保育の方向性を明確にしていきます。

① 全体的な計画
　各就学前教育・保育施設の理念や方針を踏まえ、目標を達成するために、入園してから就学に至る

までの在籍期間、保育時間の長短に関わりなくすべての子どもを対象とし、就学前教育・保育施設に

おける生活の全体を通して総合的に保育を進められるよう作成します。この全体的な計画は、子ども

の最善の利益の保障を一番に考え、各就学前教育・保育施設の根幹を示すものとなります。

② 長期計画
　全体的な計画に基づき、子どもの生活や発達等を長期的に見通した年間指導計画・期の計画・月間

指導計画を作成します。長期計画で、具体的な指導の内容や方法、環境との関わり方等を大筋で捉え

ます。

③ 短期計画
　長期計画や子どもの実態に基づき、日々の生活や遊びをどのように展開するのか具体的に示すた

め、週案や日案を作成していきます。

④ 個別計画
　０・１・２歳の子どもには、一人ひとりの発達や家庭環境を踏まえて個別の計画を作成します。ま

た、特別な支援が必要な子どもには、毎日、個別日誌を記載し、子どもの姿や援助の方法について振

り返りをし、その状況を踏まえて個別の計画を作成します。

　また、特別な支援が必要な子どもも含めたすべての子どもたちが共に過ごし、共通の体験を通して

互いを認め合い、思いやりや相手を尊重する姿勢が身に付き、共に成長できるよう計画していきま

す。

　このように計画の作成にあたっては、「全体的な計画⇔長期計画⇔短期計画」と関連付けながら作

成することが大切です。

　指導計画に沿って教育・保育を進めるにあたっては、保育者の計画通りに「子どもに～をさせる」

保育ではなく、子どもの状況や遊びの展開に応じて環境を適宜変えていく等、主体的な学びにつなが

る教育・保育が柔軟に行われることが求められます。また、より良い実践を創り出すために、就学前

（４）教育・保育計画と評価

【子どもたちの姿】

　　　子ども一人ひとりの可能性が引き出され、未来を切り拓く力が育っている。

【保育者等の姿勢】

・子どもの発達や実態に応じた柔軟な指導計画を立案します。

・より良い実践を創りだすための指導計画作成のプロセスに努めます。
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教育・保育施設の実態に合わせた目標達成のプロセス（PDCAサイクル）を意識しながら実行します。

　このような実践を丁寧に積み重ねていくことで、中野区教育ビジョン（第３次）に掲げている「一

人ひとりの可能性を伸ばし、未来を切り拓く力を育む」という中野区の子どもたちの姿を実現します。
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【教育・保育計画と評価・チェックリスト】

《教育・保育計画》

□　全体的な計画は、就学前教育・保育施設の理念や方針、子どもの発達や教育・保育の内容が

示され、それらが総合的に展開されるよう作成している。

□　子どもの思いや願いを大事にし、保育者の願いと育ちの方向性を踏まえて計画を立てている。

□　生活や発達を見通した長期計画（年間指導計画・期の計画・月間指導計画）を作成している。

□　具体的な子どもの姿や日々の生活に即した短期計画（週案・日案）を作成している。

□　全体的な計画⇔長期計画（年間指導計画・期の計画・月間指導計画)⇔短期計画（週案・日案）

を関連付けている。

□　保健計画・食育計画等を作成し、各年齢の指導計画にも位置付けている。

□　長時間にわたる教育・保育について、心身の状態に十分配慮し、施設内の協力体制や家庭と

の連携等を指導計画に位置付けている。

□　０・１・２歳児については、一人ひとりの子どもの発育、発達、家庭環境等を踏まえて個別計

画を作成している。

□　３歳以上児については、個の成長と集団生活での成長を考慮して指導計画を作成している。

□　特別な支援を必要とする子どもの保育について、個々の発達過程や状況を園全体で共有し、

必要に応じて個別計画を立てて保育を実践し、家庭や専門機関と連携し適切に対応している。

《評価ー記録と振り返り》

□　児童票・保育所児童保育要録・園日誌（業務日誌）・保育日誌・保健日誌等があり、子どもの

成長や日々の活動、保育の振り返りを記録している。

□　教育・保育の目標（ねらい）達成のため、Ｐ(計画)→Ｄ(実践)→Ｃ(評価)→Ａ(改善)の手順で実

践している。

□　就学前教育・保育施設の自己評価や保育者等の自己評価等、日ごろの保育を定期的に振り返

る機会を設けている。

□　保育者の計画を踏まえながらも、子どもの言葉、思い、興味、関心に寄り添い、日々の状況

に応じて、計画を安全かつ柔軟に見直している。
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ア　各視点・領域における保育のねらいと内容
　出生してから就学期までの子どもの発達を理解し、各就学前教育・保育施設の保育方針を全体的な計

画に示し、それを各指導計画により具体的に示し、保育実践につなげていくことが重要です。その保育

実践が「主体的・対話的で深い学び」となるように保育していきます。保育所保育指針において、保育

実践の教育の側面としては、下図のような視点・領域があり、それぞれ「ねらい」「内容」が示されて

います。

　「育みたい資質・能力」を子どもの生活する姿から捉えたものが「ねらい」であり、それを達成する

ために子ども自ら環境に関わり身に付くことが望まれるものが「内容」です。保育者等は、子どもの心

情・意欲・態度を考慮しながら、必要な内容を経験できるようにし、結果としてねらいが達成できるよ

う日々の教育・保育を計画し実践していくことが望まれます。

　子どもにとって生活全部が遊びであり、学びでもあります。おむつ替え一つとっても、信頼する大人

におむつをきれいにしてもらう心地よさとともに、丁寧な言葉を添えてもらうことで、言葉の理解等の

学びにつながります。また、子どもは、見たこと、やってみたこと、大人にしてもらったこと等、経験

したことを自分の中に取り込んで成長していきます。誰かが困っているときに助ける大人の姿や、自分

が助けられた経験から、子ども自身が他の人を助けることを学んでいきます。保育者等は、常にモデル

となっていることを意識して行動していきます。

　０歳児からざらざら・つるつる・ねばねば等の肌触りや、色・味・におい・音の違い等、様々な感覚

遊びを通して、熱い・冷たい・固い・柔らかい等を体験することで「ちょうどいい」という感覚を身に

付けていきます。それが、生きる力の大切なことの一つです。身体の諸感覚を刺激し、身体を十分に動

かし、心を震わす体験をたくさんできるように教育・保育を展開していくことが望まれます。

　幼児期には、育みたい資質・能力として「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現等の基礎」

「学びに向かう力、人間性」を考慮し、集団の中で子ども自らが感じたり、気づいたり、考えたり、表

現したりする経験を大切にしていきます。保育者等が子どもと一緒に喜んだり、失敗した悔しさを受け

止めたりすることで、子どもは大人に十分に愛されているという安心感をもち、「楽しかった」「頑張っ

てやってみた」という日々の積み重ねの中で、自分への満足感、自己肯定感が育まれていきます。

（５）保育の内容

【子どもたちの姿】

人を信頼し、安心して、自らやってみようとする意欲や興味・関心・好奇心・

探求心等の心情、考える力や認識力が培われ、自己肯定感をもっている。

【保育者等の姿勢】

・遊びを中心とした保育を通して、子どもの資質・能力を育みます。

・小学校以降の教育との接続を意識し、乳幼児期に必要な経験を保証します。
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イ「育みたい資質・能力」と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」
　就学前教育・保育施設においては、生活全体を通して、子どもに生きる力の基礎を培うことが求めら

れます。そのために、以下の「育みたい資質・能力」を考慮した日々の教育・保育を積み重ねていくこ

とが大切です。これら資質・能力は突然湧き出るものではなく、０歳から続く乳幼児期にふさわしい生

活や遊びを積み重ねることにより育まれます。そして子どもの具体的な姿として「幼児期の終わりま

でに育ってほしい姿（10の姿）」が、保育所保育指針、幼稚園教育要領及び幼保連携型認定こども園教

育・保育要領において共通に示されました。これは、小学校入学当初期に達する頃の姿として示されて

いますが、到達目標ではなく、この姿を意識していくことによって、教育・保育の方向性を再確認して

いくための目安といえます。さらに、これらは各視点・領域のみで育まれるものではなく、教育・保育

活動全体を通して育まれることに留意する必要があります。

　保育者等は、「育みたい資質・能力」を念頭において、目の前の子どもに合わせて各視点・領域で示

された保育の「ねらい」と「内容」を参照しながら保育を実践し、一人ひとりの子どもの発達過程に合

わせて経験が得られるようにしていくことが大切となります。その際、「子どものための、子どもを中

心とした教育・保育を基本とし、「できる」「できない」という表面的な捉え方をするのではなく、子ど

もの発達や状況等の実態を把握し、子どもと保育者等との関わりの中で、教育・保育が展開されるよう

に配慮をしていきます。そして、保育者等の適切な援助によって、子ども自らやってみようとする意欲

や興味・関心・好奇心・探求心等の心情、考える力や認識力が培われ、その結果として、子どもたちが

自己肯定感を豊かにもてるようになるのです。

乳児保育内容（３つの視点）５領域の関係性
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　３歳未満児において「散歩」という一つの活動の中で考えてみると「幼児期の終わりまでに育ってほ

しい姿（10の姿）」につながる要素がたくさん含まれています。しっかりと自分の足で歩くことや、で

こぼこや坂等、変化のある道を転ばずに歩こうとすることは「健康な心と身体」の育ちにつながってい

きます。子どもたちが探索し、夢中になって葉っぱや木の実、虫等色々なものを見つけたり、触れたり

することは「自然との関わり・生命尊重」の育みにつながります。また蟻の穴を見て「このあな、なん

だろう？」とみんなでのぞき込んだり、「○○ちゃんどんぐりいっぱいもってる」「△△ちゃんすこしだ

ね」「ちょっとあげようか」とやり取りしたりすることは「思考力の芽生え」「数量への興味」「言葉に

よる伝え合い」の育みにもつながります。帰り道、友だちが転んで靴が脱げてしまった時には「だい

じょうぶ？」と声をかけたり、保育者等の「まっててね」の言葉で、ぺたんと座って待ってくれたりす

る姿は「社会生活との関わり」の育みにつながるものだと考えます。次の日、保育室で遊んでいる時に

「あり」の絵本を見て「きのうみたよね」「またみようね」「こんな（絵本の絵のような）おっきいあり

さんくるかな」と、興味が次への期待につながっていきます。そんな日々の積み重ねにより、結果とし

て、幼児期の終わりに「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）」が育まれていくよう、見通

しと計画をもって保育を展開していくことが望まれます。
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① 健康な心と体 ② 自立心

【子どもの姿】　大型積木やマット、タイヤ
等を運んで組み立てる。

【会話等】　「もっともっと運ばなくちゃ」
「重いね」
「一緒に持とうよ」
「しっかり持たないと落ちちゃうよ」

【育ちの姿】　倉庫から、たくさん運んでき
て、しっかりと身体を動かし、遊びの場を
作っていく。遊ぶ意欲が「重いけど頑張っ
て運ぼう」という力になっている。

【子どもの姿】　自分で考えたり試したりし
ながら、失敗しても諦めずに挑戦する。

【会話等】　「ここにタイヤを乗せるね」
「ボールが落ちないように押さえるね」
「できたね」
「うまくいったね」

【育ちの姿】　友だちと一緒に遊ぶ中で、自
分がしなくてはならないことを自覚して、
やり遂げることで達成感を味わい、自信に
つながる。

③ 協同性

【子どもの姿】　どうしたらボールが落ちず
に転がっていくか友だちと一緒に話し合う。

【会話等】　「道路みたいに作ろう」
「端っこから落ちないようにしなくちゃ」
「紙で作った時は、端っこを高くしたよ」

【育ちの姿】　友だちと考えを出し合い、う
まくできた喜びや、失敗の悔しさを経験し
ながら、友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じる。

④ 道徳性・規範意識の芽生え ⑤ 社会生活との関わり

【子どもの姿】　友だちと一緒に楽しく遊ぶ
ためにどうしたら良いか考える。

【会話等】　「板をしっかり乗せないと危ない
よ」「崩れたら怪我をするから、押さえてね」
「いいよって合図してから、ボールを転がして
ね」

【育ちの姿】　楽しく遊ぶためにはルールがあ
ることがわかり、ルールを決めて守って遊ぶ。

【子どもの姿】　ヒントになる遊具や建築物を
見に行ったり、知識のある人に教えてもらった
りする。

【会話等】　「この前、児童館の小学生がこ
ういうの作ってたよ」

【育ちの姿】　「僕のお父さん、作るの得意
だよ」など、園以外の情報も取り入れて、
広く関わりを持っていくことにつながる。

活　　動：戸外で大型積木やタイヤ等を組み合わせて、ボール転がしをする。

ね ら い：友だちと一緒にボール転がしゲームをする中で、自分の力を発揮して遊ぶ充実感を味わう。

対象年齢：５歳児後半

～活動を通して「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）」の育ちをみる ～
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⑥ 思考力の芽生え

【子どもの姿】　イメージしたことがどうし
たら形になるか考え、組み合わせ方を工夫
していく。

【会話等】　「タイヤを５個積もう」
「プラスチックケースの方がぐらぐらしな
いよ」

【育ちの姿】　思いを形にしていく過程で、
いろいろ試し、工夫を重ねる。自分と違う
意見を聞き、新しい考えを知ったり、考え
直したりしていく。

⑦ 自然との関わり･生命尊重 ⑧ 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

【子どもの姿】　戸外遊びの中で自然に触
れ、自然物を取り入れて遊ぶ。

【会話等】　「ボールが出てくるところに落
ち葉を敷こう」「落ち葉を集めてこよう」
「いろんな色の落ち葉があったよ」
「きれいだね」

【育ちの姿】　遊びの中で、身近な自然事象
への関心が高まり、自然物への親しみにつ
ながる。

【子どもの姿】　形や大きさ、高さの違うもの
をいくつ、どう組み合わせたらよいか考える。

【会話等】　「プラスチックケースを横に３
つ並べた上にタイヤを２つ並べると、丁度
いいよ」
「こっちの方は崩れないように、積み木を
５個並べよう」

【育ちの姿】　自ら体験する中で、興味をも
つようになる。

⑨ 言葉による伝え合い ⑩ 豊かな感性と表現

【子どもの姿】　相談する中で、お互いの思
いを出し合いイメージを共有する。

【会話等】　「上から転がすと、くるりと向
きを変えて転がってくるのが面白いよ」
「トンネルを抜けて出てくると面白いん
じゃない？」
「上から転がす人と、途中の曲がるところ
で押さえる人がいるよ」

【育ちの姿】　バラバラだったそれぞれの思
いが、言葉で伝え合うことで、少しずつつ
ながっていく。

【子どもの姿】　思いを出し合って作ったも
ので遊び、ボールの転がり方や、落ちた様
子を見て感じたことを様々に表現する。

【会話等】　「コロコロコロ…バーン！」

【育ちの姿】　ボールの不規則な動きを身体
で模倣したり、リズムを身体で表現したり
する。
友だちの表現に触発されて、友だち同士で
楽しむ。
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ウ　小学校教育との接続　　　
　中野区では、平成24年12月に中野区就学前教育プログラムを作成し（平成31年改訂）、小学校にス

ムーズに接続するための様々な取組を行っています。その一つとして、就学前教育・保育と小学校教育

との円滑な接続のために、就学前教育・保育施設に入園している子どもの就学に際し、就学前の子ども

の育ちを記録した保育所児童保育要録等を小学校に引き継いでいます。

　また、区内各地域では、子どもが小学生と触れ合う学校体験や給食体験等、各就学前教育・保育施設

と小学校の交流や、就学前教育・保育施設と幼稚園の交流等を地域の実情に合わせて実施しています。

　さらに、中野区独自の保育園・幼稚園等と小学校連携の先駆的な取組として、就学前教育・保育施設

の保育者（保育士・幼稚園教諭・保育教諭）と小学校の教員等が参加する「保育園と幼稚園と小学校の

連絡協議会」を毎年開催し、相互の保育・教育内容についての理解を深める努力を行っています。「保

幼小中連携教育検討委員会」では、就学前教育・保育施設から小学校及び中学校における連携のあり方

や具体的な取組等について継続的に検討し、相互の理解を深め、就学前教育から義務教育への円滑な接

続を目指しています。加えて、文部科学省が策定した幼児教育スタートプランに伴い、「幼児期の終わ

りまでに育ってほしい姿（10の姿）」を手掛かりに、多様性に配慮したうえで、「主体的・対話的で深い

学び」の実現を図り、全ての幼児に学びや生活の基盤を育む『幼保小の架け橋プログラム』の開発・実

施をします。この時期に求められる教育の内容等を改めて可視化し、子どもに関わる大人が立場の違い

を越えて連携・協働し、地域や施設の創意工夫を生かした取組を広めていきます。

【保育の内容・チェックリスト】

《子ども一人ひとりの発達過程に合わせた経験》
□　就学前教育・保育の内容の各視点・各領域で示された保育の「ねらい」と「内容」を理解し、

活用しながら保育を実践し、子ども一人ひとりの発達過程に合わせて適切な経験が得られる
ようにしている。

□　０歳児保育は、この時期の発達特徴を踏まえて、乳児一人ひとりに愛情豊かに応答的に関わ
ることを大切にしている。

□　１・２歳児保育は、この時期の発達特徴を踏まえて、子どもが安心感や安定感をもって生活す
る中で自分でしようとする気持ちを尊重し、温かく見守るとともに、愛情豊かに応答的に行
うことを大切にしている。

□　３歳以上児保育は、この時期の発達特徴を踏まえて、集団の中で子ども自らが感じたり、気
付いたり、考えたり、表現したりする経験を大切にしている。

《「育みたい資質・能力」と「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）」》
□　保育所保育指針等に示された「育みたい資質・能力」と「幼児期の終わりまでに育ってほし

い姿（10の姿）」について理解している。

□　乳幼児期にふさわしい生活や遊びを積み重ねて「育みたい資質・能力」を育もうと、日々、
教育・保育を行っている。

□　「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）」を念頭におき、就学前教育・保育の方向
性を再確認し、子どもにふさわしい指導や援助を考えている。

《小学校教育との接続》
□　中野区就学前教育プログラム等に基づいて、就学前教育・保育と小学校教育との円滑な接続

を図るよう努めている。

□　年長児と小学生が触れ合う交流を大切にして、期待をもって就学できるようにしている。
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ア　子どもの健康支援
　一人ひとりの子どもの健康状態、発育・発達状態に応じて、子どもの心身の健康の保持増進を図り、

危険な状態の回避等に努めることで生命の保持と健やかな生活を保障します。また、園全体の健康及び

安全を確保するために、保健計画に基づいて健康支援を行います。子どもの健康と安全は大人の責任に

よって守られなければなりません。疾病や傷害等に対しては、速やかに保護者に連絡をし、関係機関と

連携して適切な対応を行い感染拡大や重症化、後遺症を防ぎます。

　中野区では、公私立保育園看護師で構成される「保健衛生研究会」で、子どもの健やかな育成を保障

し健康の保持増進を図ることを目的とした「中野区保育園保健衛生マニュアル」を作成し、健康状態の

把握・健康管理・環境衛生・感染症やアレルギーの対応・応急処置・事故防止や危機管理・健康教育・

保護者および嘱託医や関係機関との連携等について、中野区共通の就学前教育・保育施設の保健に関す

る基本的な事項をまとめ、生きる力の基盤となる養護を充実させ、子どもたちの健康を守るために就学

前教育・保育施設での活用を進めています。また、保健所と連携して「感染症対策委員会」を中心とし

た施設全体の感染症対策を推進しています。

イ　健康教育
　健康教育の目的は、子どもが生涯を通して自ら健康で安全な生活を送れるようになるための基礎をつ

くることです。教育・保育の中で、子どもが自らの身体や健康に関心をもって身体を大切にし、自らの

不調を訴えられるようになり、友だちの身体を思いやる力を身に付けられるように、子どもの発達段階

に応じた健康教育を行います。

　また、子どもが家庭においても健康的な生活を送れるように、保護者会や保健だよりを活用して様々

な保護者の状況を考慮した取り組みやすい保健に関する情報提供を行います。

（６）子どもの健康支援と健康教育・食育

【子どもたちの姿】

楽しく食べることや安全に遊ぶことができ、健康に対する関心をもって自分の

身体を大切にしている。

【保育者等の姿勢】

・子どもの健康支援に関するガイドラインやマニュアル等を活用し、健康的で安

全な環境を保つように配慮します。

・子どもの発達段階に応じた健康教育を行います。

・子どもが生活と遊びの中で、食への関心を高め、食を営む力の基礎を培う食育

の実践をしていきます。
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【子どもの健康支援と健康教育・チェックリスト】

《子どもの健康支援》

□　保健（健康管理・衛生管理・感染症対策等）に関するマニュアルを全保育者等に周知徹底し

ている。

□　年間保健計画および指導計画と連動した年齢別健康教育の計画を作成し、全保育者等に周知

徹底して実施しており、年度ごとに評価を行い、必要に応じて計画を修正している。

□　入園前及び年２回の健康診断、歯科健診、毎月の身体計測を行い、結果を保育者等及び保護

者と共有し保育に反映するとともに、要治療の子どもの保護者に治療を勧めている。

□　既往歴及び予防接種等について継続して把握し、保護者と連携して予防接種を勧めている。

□　入園後の健康管理については、個別の健康記録を作成し、健康カードなどで保護者と共有し

ている。

□　体調の変化や疾病を疑う時は、保護者に連絡するとともに必要に応じて嘱託医に相談する等

適切に対応している。

□　与薬は原則として行わないが、慢性疾患等により、保育中に与薬を必要とする子どもの場合

には、医師の指示及び保護者の申請を書面で確認し、安全に与薬をする仕組みを整えている。

□　保護者に向けて、保護者会や保健だよりで取り組みやすい健康の情報を伝えている。

《施設全体で取り組む感染症対策》

□　施設長を責任者とする感染症対策委員会を組織し、日常的に施設全体で感染症対策に取り組

んでいる。

□　日常的な清掃と適切な消毒により、施設設備及び玩具・遊具の衛生管理を行うとともに、感

染症発生時は、それぞれの病原体に対して有効な方法で消毒を行っている。

□　保育室は、子どもが生活する高さの位置に温度計・湿度計を設置し、季節に合わせた適切な

室温と湿度を保持し、定期的に換気に努めている。

□　保育者等と子どもは、生活習慣として石けんと流水による正しい手洗いを行っている。

□　感染症発生時は、速やかに施設内及び保護者、区や嘱託医をはじめとする関係機関への情報

共有及び連携により、拡大防止対策を行い、治癒後は登園基準に従って受け入れを行ってい

る。

《子どもの発達段階に合わせた健康教育》

□　子どもの発達段階に合わせて健康教育を行い、身体の働きや生命の大切さなどを伝え、子ど

もが自らの身体や健康に関心をもてるように援助している。

□　発達過程に応じて、基本的な清潔習慣や健康な生活リズムが身に付くように援助・指導して

いる。

□　子どもが自分の身体を大切にし、自らの不調を訴えられるようになり、友だちの身体を思い

やる力が身に付くように援助している。
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ウ　食育
　就学前教育・保育施設は自園の給食施設を生かし、保育の指導計画と関連付けながら食事の提供を含

む食育計画を作成し、栄養士だけでなく保育者等や調理師と協力して実践していきます。さらに、計画

の中には、栽培や調理保育を通して、子どもが自然や素材に目を向け、自分で体験することを取り入れ

ていきます。さらに、子どもたちが食事を楽しみにし、興味や意欲がもてる方法を工夫しながら、子ど

もの発達に合わせた内容で取り組んでいきます。

　食事は空腹を満たすだけでなく、人との信頼関係の基礎をつくる営みでもあります。子どもが施設の

食事の中で、身近な大人から援助をしてもらったり、他の子どもと一緒に食べる楽しさを感じたりする

ことを通して、食への関心を育み、食を営む力の基礎を培う食育の実践をしていくことを大切にしてい

きます。

　給食室の衛生については「大量調理施設衛生管理マニュアル」（厚生労働省）に基づき、施設の規模

や設備に合わせ、中野区保健所の指導のもと、衛生的で安全な給食を提供していきます。

　食物アレルギーについては、「子供を預かる施設における食物アレルギー対応ガイドブック」（東京都

福祉保健局）に基づき、集団給食の中で可能な方法を、誤食事故防止を最優先に考え、主治医の指導の

もと、対応していきます。

　また、公私立就学前教育・保育施設の栄養士で構成される公私立栄養士会では、離乳食・食物アレル

ギー・調理室の衛生管理等共通のテーマでの話し合いや、食育や献立内容についての情報

交換を通して中野区の就学前教育・保育施設給食の向上を図っていきます。

【子どもの食育・チェックリスト】

《子どもの発達に合わせた食育計画の作成》

□　食事の提供を含む食育計画が作成され、保育者等で評価し、食事が子どもにとっておいしく

魅力的なものであるよう、保育者等で連携を取りながら食に関する取組を行っている。

□　旬の食材や行事食を給食に取り入れるとともに、保護者や子どもにおたより等で知らせている。

□　食物の栽培・収穫を通して、食の成り立ちを体験し、食材と料理の関係を知る機会を取り入

れ、調理を楽しむ機会を設定している。

□　自らの健康と食べ物の関係について関心をもつ栄養教育を行っている。

□　施設ごとに食事摂取基準を算出し、乳幼児の健全な発育・発達の実態に沿った、栄養バラン

スの良い給食を提供している。

《安全な給食の提供》

□　安全で安心できる食事を提供するために、食材の選定時や保管時、調理後の温度管理の徹底

など安全性と衛生に配慮している。

□　給食を配膳する保育者等は、清潔なエプロンや三角巾を着用し、手洗い・消毒をしている。

《子どもが楽しく食べるための工夫》

□　１対１で目と目を合わせながら、適切な抱き方で授乳している。

□　離乳食の形態や進め方は子どもの成長・発達や摂食行動に合わせて、画一的な進め方になら

ないよう、時間・調理方法・量などを個別に対応している。
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　子どもたちが伸び伸びと活動するために、施設内の設備や遊具等の環境を安全に整えることは重要で

す。しかし、就学前教育・保育施設では、多くの子どもたちが集団で活発に活動しており、子どもの心

身の発育・発達を促す保育を進めるにあたって事故発生をゼロにすることは不可能です。そして、子ど

もが自発的に挑戦することを援助しながら、子どもの心身の発育・発達を促していくことが、子どもた

ちの健全育成につながると考えた時、子どもの行動すべてを管理することは望ましいものではありませ

ん。よって、その中で、事故を未然に防ぐ安全管理は重要な取組になります。

　安全管理の基本として、保育者等が子どもの特性を理解し、基本的に自分では身の安全を守れない子

どもを保育していることを自覚し、日常の中で環境の見直しを行うこと、報告、連絡、相談を十分に行

□　自分でやりたい、食べたいという気持ちを尊重し、上手くいかない時には子どもの意欲を損

なわないよう適切に援助している。

□　保育者等や友だちと一緒に、急かされたり待たされたりせず、一人ひとりのペースに合わせ

て食べる環境を設定している。

□　子どもが楽しく思い切り遊び、お腹が空き、食事を喜んで食べている。

□　保育者等と一緒に食事をする中で、食の話題を共有し、食の充実に努めている。

□　食事援助は、適切な一口量が経験できるようにして、よく噛んで唾液と混ぜやすくし、食べ

ることに集中できるよう誤嚥防止に配慮している。

□　子どもの咀嚼や嚥下機能に応じて、食品の種類・量・食器・食具・テーブル・椅子等を配慮

し、年齢や咀嚼力に応じた柔らかさや切り方などに配慮している。

《食物アレルギー対応》

□　食物アレルギーは、医師の指示のもと対応をしている。

□　給食で使用する食材は、家庭で試したことを確認してから提供している。

□　食物アレルギー対応を解除する時には、口頭確認だけでなく書類を作成し、全保育者等で確

認、共有している。

（７）安全管理（保育環境の安全確保）

【子どもたちの姿】

生活や遊びを通して安全についての備えを身に付け、危険な場所や事物が分か

り安全についての理解を深め、災害などの緊急時に適切な行動がとれる。

【保育者等の姿勢】

･ 安全管理の基本として、子どもの特性を理解し、日々、環境の整備・見直しを

するとともに、チェックリストによる安全点検を行います。

･ 起こってしまった事故を十分に分析して発生要因を明らかにし、対策を確実に

実施します。
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い、保育者等間の意思疎通を図ることが必要となります。さらに、事故を未然に防ぐためには普段から

の保育者同士の信頼関係が重要であり、そのためには、保育者間の円滑なコミュニケーションが大切で

す。

　就学前教育・保育施設では、安全についての習慣形成などの教育を実施することが安全に保育を進め

るうえで大切です。子ども自身が、自分の身体や危険に意識をもち、身の安全を守る行動につながるよ

う、日々の教育・保育の中で、繰り返し伝えていくことが重要です。

　事故防止の取組については、特に、睡眠中、プール活動・水遊び中、食事中等の場面では重大事故が

発生しやすいことを踏まえ、子どもの主体的な活動を大切にしつつ、施設内外の環境の配慮や指導の工

夫を行うなど、対策を講じることが必要となります。また、保護者や職員との連携のもと、送迎時の連

絡や出欠確認を行う等、園児の安全も確保していきます。

　さらに、家庭においても子どもの発達や状況に合わせて子ども自身が自分の身を守ることを学ぶこと

ができるよう、普段から家庭と協力できる関係を築いていくことが求められます。

ア　事故防止
　就学前教育・保育施設での事故を防止するためには、過去にみられた事故を十分に分析して発生要因

を明らかにし、対策を徹底し、それらを確実に実施していくことが求められます。また、事故について

情報開示を行い、中野区の就学前教育・保育施設で共有していくことも心がけていきます。さらに、事

故には至らなかったがヒヤッとした事例（ヒヤリハット）についても共有していき、検証することは事

故を未然に防ぐことにもつながります。

　受診が必要な事故の分析にあたっては、事故報告書を基にＫ－SHELL分析法などを用いて事故の

要因を分析し、事故防止対策を立てていきます。

　就学前教育・保育施設におけるリスクとは、子どもの身体に障害を与える事故や施設内への不審者の

侵入、地震、火災の対応などが挙げられますが、中でも事故対応が最も重要なリスクマネジメントと考

えられます。

　安全な保育環境を確保するため、子どもの年齢、場所、活動内容に留意し、事故の発生防止に取り組

みます。特に、睡眠、プール活動及び水遊び、食事等の場面については、重大事故が発生しやすいこと

を踏まえて、場面に応じた適切な対応をすることが重要です。

　万が一、事故が起こってしまった場合、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事

故については区への迅速な報告が必要であり、事故発生の要因分析について区も支援していきます。

イ　SIDS（乳幼児突然死症候群）の予防
　重大事故につながる危険として、SIDS（乳幼児突然死症候群）があります。就学前教育・保育施設

では、身体機能が未成熟な乳幼児を預かるリスクを充分認識し、睡眠中の事故防止に努めなくてはなり

ません。特に症例が多いのは０歳児ですが、０歳、１歳、２歳児については、眠っている子どもの傍

で、うつぶせ寝になったら仰向けに直しながら、呼吸、顔色、咳、鼻水、発熱等の変化を観察し、記録

することが必要です。

ウ　誤嚥・窒息の事故予防　
　子どもの食事に関する情報（咀嚼や嚥下機能を含む発達や喫食の状況、食行動の特徴など）について

把握し、職員間で共有することが必要です。食事の前には、保護者から聞き取った内容を含めた当日の

子どもの健康状態等について情報を共有していきます。食事の場面では、誤嚥等による窒息のリスクと
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なるものを除去したり、食物アレルギーのある子どもについては生活管理指導表等に基づいて対応した

りすることが必要です。子どもの年齢月齢によらず、普段食べている食材が誤嚥等による窒息につなが

る可能性があることを認識して食事の介助及び観察をします。

　子どもが口に入れると咽頭部や気管が詰まる等、窒息の可能性のある大きさ、形状の玩具や物につい

ては乳児のいる室内に置かないこと等を徹底します。

エ　プール・水遊びの事故予防
　溺水は、気道内に水が入り込んで、気道が閉塞することで起こります。乳幼児においては、水深が浅

いところでも、死亡につながる危険性があることを認識したうえで、プール・水遊びをどのように取り

入れるか十分話し合うことが必要です。計画を作成し、保育者等の役割や動きを明確にして行います。

　プール・水遊びの事故防止としては、保育者等が共通理解のもと、安全・衛生管理を徹底したうえ

で、「監視」を担当する保育者等を配置することが必要です。

オ　食物アレルギーの事故防止
　食物アレルギーについては、「子供を預かる施設における食物アレルギー対応ガイドブック」（東京都

福祉保健局）に基づき、誤食事故防止を最優先に考え、集団給食の中で可能な方法を主治医の指導のも

とに行っていきます。

カ　園外保育時の事故防止
　子どもの健全な成長発達のためには、散歩等戸外での活動は不可欠ですが、施設外に出るリスクを十

分認識し準備することが必要です。交通事故、不審者等の外的要因や、公園の遊具等の安全確認、子ど

もの行動把握等、危険因子は様々です。散歩マニュアルを作成し、保育者等で共有することが大事で

す。例えば、目的地までより安全に通れる道はどこか、目的地ごとに、通るルートを決めておくこと

は、緊急時に速やかに対応することにつながります。さらに、緊急事態発生時は子どもの安全確保を最

優先にした行動をとることが重要です。

キ　災害への備え
　就学前教育・保育施設の最も基本的事項は、子どもの「命を守る」ことです。地震や火災等の災害は

いつ起こるかわかりません。危機的なことが起こった時に、安全を第一に考え子どもの命を守るため

に、日々の教育・保育の中でできることを積み重ね、備えることが大切です。年間計画を作成し、災害

に備えた初期消火訓練・集合訓練・屋外への避難等の避難訓練の実施や非常持ち出しの準備確認を行い

ます。消防署や地域との連携も重要です。

　また、災害発生時に備え、一定の水や食料を備蓄しておくことが必要です。

ク　防犯対策
　不審者等への防犯対策としての防犯訓練の実施やセキュリティ対策、安全な環境を実現するための安

全点検や環境整備等を実施します。

　就学前教育・保育施設においては、不審者侵入を防ぐために門扉の施錠を確実に行うとともに、保護

者の協力のもと、日頃より部外者が入れないようにしておく必要があります。万が一、施設内に不審者

が侵入した場合や、散歩中に不審者に遭遇した場合に、どう子どもを守るか様々な状況を想定して、防

犯訓練を行い、いざという時に保育者等が迅速かつ的確な行動をとれるようにすることが求められま

す。
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【安全管理（保育環境の安全確保）・チェックリスト】

《安全管理全体の取組》

□　保育者等が子どもの特性を理解し、子ども自身では基本的には身の安全を守れないことを自

覚し、環境の見直しを行っている。

□　保育室及び園庭等について、具体的項目によるチェックリストを作成し安全点検を行っている。

□　安全教育により子どもが危険を予測したり、身の安全を守ったり、事故を未然に防ぐ力が付

くように指導している。

《事故防止》

□　事故が起こってしまった場合はＫ－SHELL分析法などを用いて事故の要因を分析し、事故

防止対策を立てるとともに、情報開示を行い共有している。

□　自園あるいは他園のヒヤリハット事例を集め、安全管理に活用している。

□　内閣府、文部科学省、厚生労働省「教育・保育施設における事故防止及び事故発生時の対応

のためのガイドライン」（平成28年３月31日）を確認している。

□　119番通報を含む緊急事態への手順を、マニュアルや定期訓練で全保育者等が共有している。

□　子どもを対象とした心肺蘇生などの応急処置や非常時の対応ができる。

□　子どもの安全について、職員間の共通認識を持ち、保護者との連携のもと、出欠確認を行う

等により事故防止に努めている。

《SIDS（乳幼児突然死症候群）の予防》

□　配置されている保育者等が常に子どもの様子を観察し、０歳児は５分毎、１・２歳児は10分

毎の記録がある。（子どもの顔の向きの記載・うつぶせ寝を仰向けに直した記録を含む）

□　保護者向けに情報を発信し、家庭でも仰向けに寝かせてもらうようにしている。

《誤嚥・窒息の事故予防》

□　子どもの食事に関する情報（咀嚼や嚥下機能を含む発達や喫食の状況、食行動の特徴など）

について把握し、職員間で共有している。

□　普段食べている食材が誤嚥等による窒息につながる可能性があることを認識して、食事の介

助及び観察をしている。

□　口に入れると咽頭部や気管が詰まる等窒息の可能性のある大きさ、形状の玩具や物について

は、乳児のいる室内に置いていない。

□　誤嚥が発生した場合の対応について、マニュアルを作成している。

《プール遊び・水遊びの事故予防》

□　中野区から送付した「保育園プールの開始に伴う安全・衛生管理その他の取り扱いについて」

を確認している。

□　プール活動・水遊びに関するマニュアルを作成している。

□　プール活動の際には、監視者が子どもの様子を常に見守る体制を作っている。
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□　プール活動に関わる保育者等は、子どもを対象とした心肺蘇生等の応急処置や非常時の対応

を学んでいる。

《食物アレルギー事故防止》

□　食物アレルギー対応は医師の指示のもと、安全、安心な給食の提供がされるよう、全保育者

等で誤配や誤食などの事故防止のマニュアルを共通理解している。

□　食物アレルギー児の傍に付いたり、食事場所を他児と区別したりするなど誤食防止に配慮し

ている。

□　保護者と毎月のアレルギー対応について確認し、記録に残している。

□　栄養士、調理員、看護師、園長（副園長又は主任）、食物アレルギー児のいるクラス担任、全

クラス担任等で毎月アレルギー会議を実施し、食物アレルギー対応を全保育者等に周知して

いる。

□　エピペンや内服薬を預かる場合は保管方法や投与方法を全保育者等で確認している。

□　アナフィラキシー症状が発生した時、全保育者等が迅速かつ適切に対応できるマニュアルが

作成されている。

□　朝夕・延長保育時間や土曜保育の時など、担任や看護師、園長が不在の状況でも、食物アレ

ルギー児の情報がわかるよう一覧表等を作成している。

□　小麦や牛乳の食物アレルギー児が在園した場合、小麦粉粘土や牛乳パックの製作活動などに

も配慮が必要なのか主治医や保護者に確認をしている。

《園外保育の事故防止》

□　散歩マップを作成し、施設周辺の危険箇所や通行ルートを確認し保育者等が共有している。

□　施設外に出る際には、散歩日誌等に出発時間・帰園予定時間、子どもと保育者等の人数、行

先、保育者等の連絡先を明記している。

□　園外保育の際は、目的地への到着時や出発時に加え、適宜、人数や健康状態を確認している。

□　園外保育から帰園した時は、園で迎え入れた職員が人数を確認している。

《災害への備え》

□　災害に備えた防災計画があり、毎月の避難訓練（初期消火を含む）の実施や、年に１回以上

は大震災を想定した保護者への引き渡し訓練を行っている。

□　様々な時間や活動、場所での災害発生を想定した避難訓練を実施するとともに、非常持ち出

しの準備等も行い備えている。

□　一時避難場所及び広域避難場所について避難経路も含め全保育者等が理解し、保護者にも伝

えている。

《防犯対策》

□　防犯対策としての防犯訓練の実施やセキュリティ対策、安全な環境を実現するための安全点

検や環境整備等を実施している。
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　子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）において「子ども・子育て支援の内容及び水準は、

すべての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものでなければなら

ない」と規定しています。こうした法の趣旨を踏まえ、家庭や医療機関・関係機関、地域と連携して子

どもの育ちを支援していくことが大切です。

　就学前教育・保育施設は、一人ひとりの特性・個性が認められ、一人の人間として大切にされ、共に

育ち合う場所です。一人ひとりの状況を把握し、子どもが必要とする適切な支援を行うことで、子ども

が安心して生活できる環境を整える必要があります。そして、保護者の子育てを支援することで、保護

者と子どもの安定した関係を築き子育てへの自信につながるよう取り組んでいます。また、これらの支

援には、より深い子どもや保護者への理解と専門的知識が必要です。保育者等は専門研修を受講した

り、園内研修に取り組んだりして、知識・技術の向上に努めることが重要です。

ア　発達に課題のある子どもの支援
　発達に課題のある子どもの保育にあたっては、一人ひとりの子どもの発達過程や障害の状態を把握

し、適切な環境のもと、課題のある子どもが他の子どもとの遊びや生活を通して共に成長できるよう、

指導計画の中に位置付けて保育を進めていきます。また、すこやか福祉センターや療育センターなどの

関係機関と連携をとりながら、協力したり助言を受けたりしながら支援していくことが重要です。

　中野区では、保護者の申し出に基づき、療育センター職員等が保育所等に訪問する「保育所等訪問支

援」を行っています。「保育所等訪問支援」は、障害など発達に課題のある子どもに対して、他の子ど

もとの集団生活の適応のための専門的な支援を行うものです。また、就学前教育・保育施設からの申し

出による訪問相談等の実施により就学前教育・保育施設への支援を行っています。

　また、中野区では、特別な支援を要する子どもに対して、必要に応じて、保育者等を加配して教育・

保育を行うことで、それぞれの子どもに合った支援を行っています。

（８）特別な支援を要する子どもへの対応

【子どもたちの姿】

子ども一人ひとりの特性や個性が認められ、支援を通じて安定して、持てる力

を伸ばし、生き生きと過ごしている。

【保育者等の姿勢】

・一人ひとりが抱えている課題をしっかりと把握し、必要な支援に取り組みます。

・子どもの利益を第一に考え、関係機関と連携を取りながら対応します。
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イ　外国籍家庭等特別な配慮を必要とする子どもの支援
　近年、外国籍の子どもが入園する状況が多くなってきました。日本の生活や文化に慣れない子どもや

保護者が施設の生活に必要な言葉や生活習慣を習得し、安心して過ごせるよう、一人ひとりに応じた配

慮や保護者への丁寧な対応が求められます。保育者等は保護者の不安感に気付くことができるよう、送

迎時などにおける丁寧な関わりの中で、家庭の状況や問題を把握する必要があります。子どもの発達や

行動の特徴、生活の様子を伝えるなどして子どもの状況を保護者と共有するとともに、保護者の意向や

思いを理解したうえで必要に応じて個別の支援を行う必要があります。

ウ　不適切な養育等が疑われる家庭への支援
　就学前教育・保育施設は児童虐待防止の役割を担い、保育者等は児童虐待を発見しやすい立場にある

ため、児童虐待の早期発見や保護者への啓発及び通告の義務があることを自覚したうえで、日々の子ど

もや保護者の変化に気を配ることが必要です。中野区では、虐待の未然防止や早期発見及び対応を図る

ため、令和４年３月に「中野区児童虐待防止マニュアル改訂版（2022）」を発行し、地域の関係機関の

協力のもと、子ども･家庭を支える仕組みの構築に努めています。

　少子化や地域との関係の希薄化が進む中、子育ての経験が乏しく子どもとの関わり方がわからなかっ

たり、身近に相談を求める相手がおらず、子育てに不安や悩みを抱いたり、子どもに不適切な関わりを

してしまう保護者もいます。こうした保護者に対して、保育者等は子どもの発達と内面について理解し

保護者対応など専門性を活かした支援をすることが不可欠です。また、個別の支援にあたっては、他の

機関との連携や保育施設全体で情報を共有し、役割分担をしながら支える体制を作り、組織的な対応を

行う必要があります。
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【特別な支援を要する子どもへの対応・チェックリスト】

《発達に課題のある子どもへの支援》

□　一人ひとりの発達を十分に考慮し、個別指導計画を作成している。

□　個別日誌を記載し、子どもの姿や援助の方法について振り返りを行い、保育に活かしている。

□　保護者と連絡帳や面談等で子どもの様子や課題を伝え合い、家庭との連携を密にして共に育

てることを大切にしている。

□　子どもの困っている原因を考え、視覚でわかりやすい絵や写真カードの利用や一人で落ち着

ける空間づくり等、子どもの思いを尊重した関わりをしている。

□　支援の必要な子どもも、そうでない子どもも、共に過ごす中で互いに認め合い、相手を思い

やり尊重する気持ちが育っている。

□　かかりつけ医や専門機関（療育センターアポロ園・療育センターゆめなりあ）等、また、す

こやか福祉センター等関係機関と連携を取り、巡回指導時の助言を通し、子どもの理解に努

め日々の対応に反映している。

□　専門研修を受講し、支援を必要とする子どもへの知識と理解を深めている。

□　区が支援を必要と認めた子どもに対して、必要に応じ保育者等の加配をして保育をしている。

《外国籍家庭など特別な配慮を必要とする子どもへの支援》

□　保護者が育った環境（文化や習慣）を受け止め、保護者の気持ちに寄り添った対応をしている。

□　園からのおたよりや連絡帳は、保護者が理解できるひらがな・ローマ字等で提供したり、口

頭で確認を行ったりして、連絡漏れがないように関わっている。

□　送迎時などを利用し、保護者と丁寧に関わる中で、家庭での状況や問題を把握したうえで、

子どもの発達や行動の特徴、就学前教育・保育施設での生活の状況や課題を伝え共有できて

いる。

《不適切な養育等が疑われる家庭への支援》

□　就学前教育・保育施設の保育者等は、児童虐待防止のため、児童虐待の早期発見や保護者へ

の啓発及び通告の義務があることを自覚している。

□　一人ひとりの子どもの発達及び内面についての理解と、保護者の状況に応じた支援を行うた

めに専門機関との連携の中、子どもの安全を第一優先に考えて行動している。

□　職員は、中野区児童虐待防止マニュアル改訂版（2022）の内容を確認し、共通理解をしてい

る。

□　日々、子どもの様子（身体への観察や精神面、言動、保護者の様子等）を観察し、虐待が疑

われるときには、関係機関への通報等、連携をしている。

□　子どもや保護者の様子、施設の対応等について記録をとり、定期的に保育者等間でケース会

議を実施、支援方針の共通理解を深めている。

□　保育者が一人で抱え込むことなく、施設内での対応の仕方・保育者等の悩みを相談できる環

境がある。
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　就学前教育・保育施設における保護者に対する子育て支援は、すべての子どもの健やかな育ちを実現

することができるよう、家庭と連携しながら進めていきます。保護者と共に子どもの育ちを支えるため

に、就学前教育・保育施設で勤務する保育者等が専門的知識と技術をもって、保護者や子育て家庭の支

援をしていきます。

　子育て支援にあたっては、保育者等が保護者と連携し、子どもの育ちを支えていく視点をもつことが

大切です。子どもの育ちには、子どもそれぞれの過程があり、目の前の子どもの姿とその意味を保護者

に丁寧に伝え、子どもの育ちを保護者と共に喜び合ったり一緒に考えたりする関係づくりが重要となっ

ていきます。その中で保護者の不安な気持ちや悩みに寄り添いながら、相談、助言、具体的な子どもへ

の関わり方を伝えていきます。子育てに不安を感じている保護者も「子育ては大変だけれども楽しい」

と感じながら安心して子育てができるよう、保護者の子育てへの自信や意欲を高めることが大切です。

そして保護者の養育する姿勢や力の発揮を支えるためにも、保護者自身の主体性、自己決定を尊重する

ことを子育て支援の基本とします。

ア　就学前教育・保育施設の保護者に対する子育て支援
　就学前教育・保育施設は、子どもの教育・保育にあたって、子どもの健やかな育ちの実現に向けて、

保護者に教育・保育を理解してもらい、子ども一人ひとりの発達課題、目標などを保護者と共有し子ど

もの成長を支援します。

　そのためには、送迎時の対話、連絡帳、電話や面談等、様々な機会を捉えて行い、日頃からの保護者

との関係づくりが重要です。保護者の子育ての悩みは一緒に考え、要望、意見には誠実に向き合いなが

ら丁寧に対応し、保護者が子育ての喜びを感じ安心して子育てができるように努めます。また、子ども

の発達の課題等については、保護者の状況に配慮しながら理解を求め、必要に応じて関係機関との連携

を進めていきます。

イ　地域の保護者に対する子育て支援
　現代において子育てをしている保護者は、身近な人に子育てを相談したり、子育てを学び合ったりす

る機会が少なくなっています。家庭で子育てをする保護者にとっては、不安を感じたりする環境とな

りやすいため、就学前教育・保育施設は状況に合わせながら地域の子育て支援を行います。体験保育、

子育て広場、園庭開放など、保護者同士の交流の場を提供し専門知識を基に子育ての相談に応じます。

　また、中野区の取組として、「保育園・認定こども園子育て支援のご案内」のパンフレットを年度ご

とに作成し、すこやか福祉センター、区民活動センター等を通じて配布したり、区のホームページで

月毎の予定や内容についてお知らせしたりして、子育て情報を区民向けにタイムリーに提供しています。

（９）子育て支援と地域との連携

【子どもたちの姿】

就学前教育・保育施設、家庭、地域の連携の中で子どもが健やかに育っている。

【保育者等の姿勢】

・「子育ては楽しい」と感じながら安心して子育てができるよう、保育者は専門的

知識をもって子育て家庭の支援をしていきます。

・子どもの成長を共に喜び、保護者の子育てへの自信や意欲を高めていきます。
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ウ　地域との交流や連携　　
　就学前教育・保育施設は自らの役割や専門性の範囲に加え、関係機関及び関係者の役割や機能をよく

理解し、すこやか福祉センターや子ども・若者支援センター等、様々な社会資源を活用しながら支援を

行うことが求められます。また、地域における子育て支援に関する情報を把握し、それらを状況に応じ

て適切に紹介、提供することも大切です。

　また、就学前教育・保育施設の行事に地域住民を誘い参加してもらったり、近くの高齢者施設に出向

いたり、近隣施設の園児同士の交流の場を設定する等、子どもが就学前教育・保育施設の保育者等以外

の地域の方々とも交流できる機会を作ります。

　中野区では、中・高校生を受け入れての「ふれあい体験」等、次世代育成事業も実施しており、様々

な年齢層と関わることを意識した子育て支援を行います。

【子育て支援と地域との連携・チェックリスト】

《就学前教育・保育施設の保護者に対する子育て支援》

□　保護者に教育・保育方針や計画を示し、保育のねらいや意図を伝えている。

□　園だより、クラスだより、保健だより等を発行し、必要な情報や保育の様子を伝えている。

□　登降園時間の会話や、連絡帳等の日々のコミュニケーションや行事等の様々な機会を通じて

保育の意図、子どもの状況等について保護者と共有している。

□　保護者の相談に傾聴し、悩み等は一緒に考え必要に応じて助言しながら、保護者が自ら問題

解決に向かえるよう支援している。

□　保護者会や個人面談の中で、子どもの就学前教育・保育施設での様子や、保育者等の関わり

の意図を伝え、保護者との共通理解の場を作っている。

□　保護者会や行事等で保護者同士の交流の場を提供し、保護者同士のつながりを支援している。

□　保育者等は専門機関の機能を理解し、必要とする家庭を支援につなげている。

《地域の保護者に対する子育て支援》

□　地域の子育て中の保護者を対象とした体験保育・園庭開放・育児講座・園行事への誘い、保

護者とコミュニケーションを取りつつ、子育て相談にも応じる等、子育て支援に取り組んで

いる。

□　必要に応じて、保護者に専門機関を紹介する等、関係機関と連携している。

《地域との交流や連携》

□　就学前教育・保育施設の保育者は、要保護児童対策地域協議会、保育園と幼稚園と小学校と

の連絡協議会、中野区就学前教育・保育情報交換会、地区懇談会等に出席し、地域の情報収

集を行い連携を図っている。

□　子どもが近隣施設と交流する機会を設けている。

□　中高生ふれあい体験やボランティア等の受け入れや、近隣の高齢者施設に出向く等、子ども

が通っている施設の保育者等以外の人と交流できる機会を設けている。
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　就学前教育・保育施設の保育者等は、職務への責任感と保育者としての倫理観をもつことが必要で

す。そのうえで、乳幼児期の子どもの発達に関する保育の専門知識と、子どもの経験や興味に応じて

様々な遊びを豊かに展開していくための保育技術等をもたなくてはなりません。

　そのために就学前教育・保育施設の保育者等は、子どもを受容する温かい心と子どもに全力で愛情を

注ぐことのできる人間性を常にもち、専門性の向上に努め、一人ひとりの子どもを心から尊重し、子ど

もや保護者から信頼されることが求められます。

　子どもが人と関わり合う心地よさを味わい、安心して自ら主体的に活動するために、保育者等は子ど

もの成長発達を踏まえ、子どもの気持ちをくみ取り、言葉をかけ、共感し、受容しながら、一人ひとり

の存在を認めていくことが大切です。そのような関わりにより、子どもが人・物・自然などに触れ、興

味・関心を広げ、様々な心情・意欲・態度を身に付け、生きる力の基礎を培っていきます。

　また、施設長・主任は施設の課題を自覚し、保育者等に対し指導や助言を行うなど保育者等の育成に

努め、さらに、保育者等の専門性の向上が図られるよう、中野区やその他の研修に参加しやすいように

体制を整え積極的に研修に参加できるよう努めます。

　中野区では「合同研究」や「研究保育研修」等、中野区の就学前教育・保育施設から参加者を募り、

研究を深めています。

　「合同研究」は、教育委員会主催で行われ日常の教育・保育実践等についての研究を行い、幼児教育

関連施設における質の向上に寄与する目的で学識経験者をアドバイザーに迎えて、参加者は活発な討議

を進めています。各就学前教育・保育施設から実践を持ち寄って、幼児期までに育みたい「幼児期の

終わりまでに育ってほしい姿（10の姿）」を意識した意見交換と分析を重ねています。その研究実績は、

就学前教育・保育施設だけでなく、小学校・中学校へも広く報告され、保育実践の実際を共有する機会

となっています。

　「研究保育研修」は、中野区が就学前教育・保育施設を対象に数多く行っている研修の一つです。こ

れは小学校の研究授業につながるものであり、日常の教育・保育を観察することで、これまでと違う視

点での気付きを引き出し、相互に意見交換をすることで自分の教育・保育を振り返り、保育の質・保育

者等の資質向上を目指すことを目的としています。環境や保育者集団が異なっていても、日々の保育の

中のヒントを探し出すことで、より豊かな遊びの展開ができます。子どもたちのわくわくする気持ちを

盛り上げる、楽しい遊び方の再確認もできます。それは発表者も研修参加者も共に学び合える場となっ

ています。

　さらに中野区では「中野区運動遊びプログラム」を作成し、運動遊びの取組を実施しています。この

プログラムは「活発に身体を動かしていろいろな遊びを楽しみ、身体を動かすことが大好きな子どもた

ちに育てる」ことをねらいとしています。発達の段階に応じて無理なく取り入れられる工夫や、クラス

【保育者等の姿勢】

・保育者等は、温かい心をもって子どもを受け入れ、全力で子どもに愛情を注ぐことの

できる人間性と専門性の向上に努めます。

・一人ひとりの子どもを心から尊重し、子どもや保護者から信頼されるよう心がけます。

2 保育者等の資質向上の取組
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全員で行えるような運動遊びがあり、身体を動かすことが少ない子どもも運動の機会を楽しく増やして

いくことができます。ふさわしい道具や用具、園庭があることも重要ですが、それに代わるものや場所

を工夫することは可能であり、大切なことです。いつでもどこでも友だちと一緒に身体を動かし、子ど

も自身が創造的に発展させて繰り返し遊ぶことが大切であり、より楽しく継続していくことで運動遊び

の充実につながります。

　また、すべての子どもの心身の健全な成長発達の援助として、「中野区運動遊びプログラムにつなが

る乳児期からの運動あそび」も作成されています。幼児になって突然運動遊びを始めるのではなく、乳

児期からその成長発達に応じた遊びの提供によって、滑らかな身体の動きを身に付けていきます。これ

らのプログラムを参考に、就学前教育・保育施設では、創意工夫を凝らした実践を重ねて遊びの充実を

図っています。

【保育者等の資質向上の取組・チェックリスト】

《保育所保育指針の理解》

□　保育所保育指針を十分に理解し、日々の保育実践に生かしており、向上心をもって取り組ん

でいる。

《保育の専門知識や保育技術》

□　乳幼児期の子どもの発達に関する専門的知識を基に、一人ひとりの子どもの発達を援助して

いる。

□　子どもの経験や興味、関心に応じて様々な遊びを豊かに展開していくための技術をもって保

育している。

《保育者等の育成》

□　施設長・主任は、施設の課題を自覚し保育者等と適宜課題を共有しながら、指導や助言を行

うなど、役割を果たしている。

□　中野区やその他の研修に保育者等が参加しやすいように体制を整え積極的に研修に参加でき

るよう努めている。

《保育者等の資質》

□　倫理観、人間性、保育者等としての責任感と、専門性の向上に努めながら保育に従事してい

る。

□　職員会議、園内・園外研修、他園との交流等を通して、自身の保育の課題や不足している専

門知識・技術や子ども理解について「気付き」の機会を多くもち、さらに自分の保育に対す

る同僚や上司からの批評や意見を聞き、質の向上に努めている。
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　教育・保育の質を考える時、中心となるのは保育者等の人材であり、人材の確保と人材育成が最も重

要な条件です。良い人材である保育者等が、資質・能力を発揮していくためには、施設の運営体制を確

立しなくてはなりません。

　まず、保育者等が安心して教育・保育に従事できるよう、運営事業者の経営が健全に行われていること

が不可欠です。社会保障や雇用条件、労働条件が整備されていることが働くうえでの基盤となります。

　次に、就学前教育・保育施設が適切な広さや設備を有し、子どもや保育者等が、心地よく生活できる保育

室の空間が確保され、保育に必要な備品や遊具・玩具に必要な経費が確保されていなければなりません。

　また、教育・保育環境を整備するうえで、保育者等の意見が反映されることで、より良い教育・保育

を展開することができます。保育者の構成として望まれるのは、経験年数や年齢に応じてバランスよく

必要な人数が配置されていることです。保育者同士が安心して学び合うことができ、教育・保育への意

欲や自己啓発への取組を支え、教育・保育の質の向上につながります。

　また、保育者の育成のために研修の充実が重要です。内部研修のみならず、外部研修に積極的に参加

して学びを持ち帰り、保育者にフィードバックすることによって学びの共有をしていきます。区が実施

する研修や講演会及び合同研究等に参加し、教育・保育技術や知識を深めることが、保育の質の向上に

つながります。

　そして、就学前教育・保育施設が運営の向上、改善を進めるためには、就学前教育・保育施設として

の自己評価を行い、利用者である保護者に公表する仕組みを整えることが必要です。保護者の苦情や意

見に対しては、苦情解決窓口や第三者委員を設置し、丁寧に対応、検討して改善策を見出していきま

す。苦情や意見を受けたら「より良い施設運営のための気付きを得る機会」と、前向きに捉えることで

改善につなげていくことができます。また、第三者評価等で利用者アンケートを実施し、運営全般に対

する利用者の意見を分析、検討して改善につなげることも重要です。意見やそれに対する対応、改善に

ついては、利用者に公表し共有します。

　さらに、職場におけるハラスメント（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・

育児・介護に関するハラスメント）について全保育者等が正しく理解し、ハラスメントの防止と解決に

向けた取組を進める必要があります。一人ひとりの保育者等が個人として尊重され、最大限その能力を

発揮できるよう良好な職場環境をつくり、維持していくことが求められています。

　事業主は、これらの体制を整えたうえで、施設長、主任、専門職、リーダー、クラス担当等がそれぞ

れの役割や業務分担を明確にし、協力して、常により良い教育・保育に向かって取り組むことが求めら

れます。就学前教育・保育施設の運営を円滑に進めるためには、情報を共有し保育者同士が意見交換す

る場が必要です。日々の中で短時間ミーティングを行ったり、計画的、定期的に会議や園内研修の場を

設けたりすることで、組織として共通理解をもった就学前教育・保育施設の運営ができます。

【保育者等の姿勢】

・事業者は、保育者等が安心して働ける環境や運営体制を整備します。

・保育者等は、役割や業務分担を明確にし、協力し、高め合いながら、常により良い保

育に向かって取り組みます。

３ 施設の運営体制
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【施設の運営体制・チェックリスト】

《事業者のあり方》

□　運営事業者として、熱意と積極性をもっており、保育に対する理念や方針が明確である。

□　事業計画に基づいて事業を実施し、実績を事業報告にまとめ次年度に活かしている。

□　施設を運営していくにあたって、現場での意見が経営者層の判断材料となる施設である。

□　就業規則が明確である。

□　保育者等が安定的に就業し、生涯を通じて専門性を向上できるよう、期限の定めのない雇用

形態となっており、保育者等の雇用の安定が図られている。

□　保育者等が安心して働き続けることができる労働条件（給与水準・休暇制度・休憩時間等）

が整備されている。

□　保育者等のワークライフバランスに関する視点をもち、具体的な取組を実践している。

□　保育者等の自己啓発やリフレッシュのための労働環境（人員配置・時間の保障）を整えている。

□　職場におけるハラスメント（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠・出産・

育児・介護に関するハラスメント）について全保育者等が正しく理解し、職場でのハラスメ

ントの防止と解決に向けて取り組んでいる。

《保育施設の自己評価》

□　第三者評価、利用者アンケート等に取り組み、その結果を踏まえた保育の改善について保護

者に伝えている。

□　園の自己評価を行い、保育の質の向上に努めている。

《苦情解決》

□　利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する

等、必要な措置を講じている。

《保育者配置と組織体制》

□　保育運営におけるリーダーシップを発揮するにあたり、施設長・主任の教育・保育経験年数

や年齢が適切である。

□　保育者の経験年数や年齢等について、均衡が取れた組織体制となっている。

□　保育者、栄養士や保健師・看護師などの専門職を適正に配置している。

□　	「保育者の資質」を身に付けるため、通常業務内においてOJTや研修・講演会等に参加し、

学習機会がもてるよう、計画的に時間を確保し、保育者体制を整えている。

□　会議を定期的かつ必要に応じて開催し、保育目標、保育の状況、一人ひとりの子どもの発達

状況について話し合い、共有している。

□　保育者等の役割分担を明確にし、協力体制をとって保育している。
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　中野区ではすべての就学前教育・保育施設が子どもを中心とした保育を実践する「未来ある子どもの

育ちを地域全体で支え、子どもの権利を保障するまち」（中野区子ども・子育て支援事業計画　基本理

念）の実現に向けて、事業者、就学前教育・保育施設保育者等、保護者、地域、中野区が一体となって

教育・保育の質の維持・向上に取り組んでいきます。

・子ども視点の保育環境の整備を行う
・保育者等の労働条件・労働環境・報酬等の安定
を図る

・就学前教育・保育施設保育者等の専門性を高め
る意欲を支援する

・保護者等が必要とする運営や保育に関する情報
を公開する

・施設間で連携できる環境を整備する
・恒久的な施設運営のため安定した経営を行う
・地域に根ざした施設運営を行い、地域と保育施
設の適切な関係を保つ

・子どものための保育や保育の専門性を理解
する

・保護者同士がつながり、子育てに関する情
報を共有する

・必要な情報を収集し適正に利用する
・就学前教育・保育施設の保育に協力し、参
画・参加する

・子どもの安全を見守る
・就学前教育・保育施設保育者等と子どもの
育ちを共有し、子育てに見通しや希望を
持つ

・子どもを中心とした保育に意欲的に取り組む
・一人ひとりの子どもの気持ちや発達を理解
し、寄り添う保育を行う

・専門性を高め、経験を豊かにし、保育の質を
高める。

・子どもの育つ姿や保育の意図を伝え、保護者
を支援する

・地域に根ざした保育運営を行う。
・保育の意図や子どもの育つ姿を伝え、在宅子
育てを支援する

・中野区の保育理念・保育方針を明示する
・就学前教育・保育施設保育者等の専門性を高める
ための機会を提供する

・各保育園の状況を把握、理解したうえで、施設間
の連携を強める仕組みをつくる

・保護者の必要とする情報をわかりやすく提供する
・事業者・保育者等・保護者・地域をつなげる
・子どもを中心とした保育の質の向上への取組を支
援する

・屋外活動を推進するための調整や支援をする
・保護者・地域・事業者が「ガイドライン」を共有
し、役立てられるよう保育者等を支援する

事　業　者

保護者・地域

就学前教育・保育
施設保育者等

中　野　区

保育の質
の向上

４ 保育の質の向上のため、それぞれに求められること
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５ 保育実践例
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中野区立 弥生保育園
０歳児クラス

１．実践の背景（P）

①　中野区 保育の質ガイドラインの中で着目した項目や内容
Ｐ８　保育者は最大の人的環境　子どものささやかな仕草や声～子どもの成長を見守り援助します。
　自発的な遊びを促す環境　子どもが自ら環境に関わり～体験を積んでいける環境を構成します。

②　①を受け、保育の中で大切にしたいと思ったこと、改善すべきと感じたこと。
・子どもたちの成長の元にある愛着や信頼感を大切に、子どもたち一人ひとりとの丁寧な関わりを心
がける。

・様々な発達段階の子どもたちがいる中で、子ども自身のやりたい気持ちに寄り添いつつ、急がせる
ことなく自信をもって活動できるよう援助する。

・一人ひとりが満足感を味わえるような環境について職員間での意見交換を積極的に行う必要がある。
・先取りしない、見守ることの大切さを職員間で共有していく。

２．実践のねらい（P）

・発達段階に応じた、思わず遊びたくなるような環境の中で遊びを楽しむ。
・子どもたちが十分楽しみ、満足感を味わうと共に、保育者と共感する心地よさを感じる。

３．実践事例（D）

実 践 内 容 保育者の具体的な配慮及び心がけたこと

　つぼみ組は、４月生まれから12月生まれまで、発達段階の異な
る子どもが14名。子ども一人ひとりの成長に合わせて、思わず手
を伸ばしたくなる、思わず遊びたくなる環境を心がけつつ、安全
で清潔な空間作りを行っている。その一つとして身体を使って遊
べるマットやウレタンの階段は、遊びたいときに出来るように、
日々設定をしていた。
　９月生まれのＳ児は、この１ヶ月の間に、お座りから両手をつ
かって移動が出来るようになった。行動範囲が少しずつ広がり、
保育室中央にある段ボールハウスの中に初めて入った。このハウ
スは、入り口が２つに窓も２つで、子どもがのぞいたり顔を出し
たりする人気のハウスだ。Ｓ児は、ハウスの中央に陣取ると壁か
ら天井部分の模様などを『面白いなあ』『きれいだなぁ』と、みと
れているようにしばらくのあいだぐるっと見回していた。Ｓ児と
保育士が目が合うと、何もなかったようにハウスから出て行く姿
がなんともかわいらしかった。
　この日からハウスはＳ児のお気に入りの場所となって、どこか
らでもハウスめがけてはってきては、まるでゴールしたかのよう
ににっこりと振り返る姿が見られていた。
○あるとき、いつものようにハウスに到着したＳ児と、ハウスの
外側からハウスの窓をのぞき込むＹ児と目が合ったようで、ど
ちらともなく「ばぁ～」と声が出た。にっこりと笑うと、繰り
返し「ばぁ～」が始まった。保育士も一緒に違う出口の方から
『ばぁ～』と顔を出してみせると、Ｓ児もＹ児もきゃっきゃっと
声を出して笑い、楽しんでいた。見ていた他の子どもたちも興味
深そうに眺めて、一緒になって笑う姿があった。

　子ども一人ひとりの発達段階を把握し、
はいはいの出来る広い空間を意識したり、
向こう側に行くトンネルを設置してみる。
　子どもの動きを急かせることなく、目
が合えばうなずくような距離感で、見守
る。
　ハウスの中に初めて入ったＳ児が中を
見回す姿を見て、初めて入れた喜びや感
動が感じられたので、あえて声をかけず
にそっと見守った。
　何度も出入りするうちに窓があること
にも気づいたと思うが、そこで友だちと
目が合ったときに出た自然な『ばぁ～』
は繰り返し遊んできた、わらべうたごっ
こやいないい
ないばぁの絵
本の読み聞か
せの経験がつ
ながったのか
なぁと感じる。

　また、トンネルくぐりの際には、その
ドキドキが伝わったので『大丈夫よ』とい

区立保育園
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○数後にハウスの隣にトンネルを設置した。トンネルの入り口の
前でしばらく動かずにいた。保育士が反対側からＳ児に「ここ
だよ」と言葉をかけると『あ、せんせいだ』というような表情
でのぞき込む。それでも入っては来ないので「Ｓちゃん、おい
で～」と今一度呼びかけてみると、意を決したかのように両手
を使ってはいはいをして一気に通り抜けてきた。「すごいね～Ｓ
ちゃんきたね～」と抱き上げると、にっこりと満足そうな表情
であった。その後、続々とトンネルチャレンジの子どもたちが
増え、ひとしきり「ばぁ～」で遊んだ後に繰り返しトンネルを
通って見せては『ほら、すごいでしょう』というような笑顔が
見られる。

う思いをこめて、言葉をかけた。目を合
わせて、トンネルをくぐり抜けてきた本
児をしっかりと抱きしめ、出来たうれし
さを共感した。
どきどきしたね、すごかったね・・色々
な思いが保育
士の側にもあ
ふれた瞬間と
なる。

４．考察（C）

・子どもたちが遊んでみたいと思う環境があることは重要であるが、その前に子どもたちが安心
して活動できることが大切である。愛着関係を育むことを大切にする緩やかな担当制を取り、子
どもたちが振り向いたら、目の合うところに安心できる保育士がいる環境を常に心にとめている
ことが、安心で安全で楽しい保育につながる。
・養護的側面がより重要な０歳児には、子ども一人ひとりの発達段階に応じた遊具の設定が､ 子
どもの主体的に遊ぶ姿につながっていく。
・子どもが遊びたそうだな、とその仕草や視線から読み取り、やらせてあげるのではなく遊び出
すことを見守ることが大切であり、見守っていたからこそ、一緒に達成感や充実感を共感して寄
り添うことができる。
・子どもによっては子どもの挑戦したい気持ちを後押しするような保育者の言葉かけが必要な場
面もあり、それが子どもの充実した経験につながるきっかけになる。

５．まとめ及び今後の課題（A）

・育まれる愛着関係は全ての行動の源になる。保育者は最大の環境であるということの再確認が
できた。
・子どもの仕草や声、心の中の思いを見逃さずに丁寧に応じることは、子どもをよく見る必要がある。
・複数の保育者で担当するからこそ、子どもの姿を共有し、気づきを言葉にしていくことが大切
であるとともに、保育の専門性を高めるための自己研鑽が必要である。
・むやみな言葉かけややらせてあげようとするのではなく、自ら遊びたくなる環境について、子
どもの発達と共に常に話し合っていきたい。

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿]（10の姿）

健康な心と体　/　自立心　/　協同性　/　道徳性・規範意識の芽生え　/　社会生活との関わり

思考力の芽生え　/　自然との関わり生命尊重　/　数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

言葉による伝え合い　/　豊かな感性と表現

【３つの視点】（０歳児）

１．健やかに伸び伸びと育つ　　　：「健康」の領域との連続性

２．身近な人と気持ちが通じ合う　：「言葉」「人間関係」の領域との連続性

３．身近なものと関わり感性が育つ：「表現」「環境」の領域との連続
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社会福祉法人 青柳保育会 中野打越保育園
１歳児クラス

１．実践の背景（P）

①　中野区	保育の質ガイドラインの中で着目した項目や内容
　保育の内容P13 ０歳児からざらざら・つるつる・ねばねば等の肌触りや、色、味、におい、音の違い
等、様々な感覚遊びを通して、熱い・冷たい・固い・柔らかい等を体験することで、「ちょうどいい」
という感覚を身に付けていきます。それが、生きる力の大切なことの一つです。身体の諸感覚を刺
激し、身体を十分に動かし、心を震わす体験をたくさんできるように教育・保育を展開していくこ
とが望まれます。
②　①を受け、保育の中で大切にしたいと思ったこと、改善すべきと感じたこと。
・実際に指先や身体全体を使った体験ができているか？
・固い・柔らかいなど対比した感覚を経験できるような環境で感覚遊びを楽しめているか？
※上記課題解決のため、月案や週案をたてる際に検討をし、保育実践をしている。

２．実践のねらい（P）

・様々な素材に全身を使って触れ、感覚の働きが豊かになる体験をする。
・様々な形状のものに触れることで感触や温度の違いや物を触るうえでの加減を知る。

３．実践事例（D）

実 践 内 容 保育者の具体的な配慮及び心がけたこと

【氷クレヨン	】
　色を付けた水にストローで取っ手を付けて冷やして固め、氷を
使った描画を楽しんだ。クレヨンで絵を描くように画用紙に線を
描いた子どもたちが、クレヨンとは違った色のにじむ様子に驚
き、指先で触ってみる姿があった。
また、氷の温度にも驚き、触って冷たさ
に興味を持っている様子や顔を近づけて
匂いを感じている姿が見られる。

【片栗粉あそび】
　水溶き片栗粉で感触を楽しんだ。握ったら固まり、離したら溶
けていく様子に興味津々で、積極的に触る子もいれば、指先のみ
で触る子、触りたがらず遠くから他児が触る様子を眺めている子
など様々な姿が見られた。また、タライに足を入れて踏んだり、
腕や太ももに乗せてみたり、目の高さから垂らしてみるなど思い
思いに“こうしたらどうなるだろう？”
と考えながら実践してみる姿が見られ
る。高月齢の子どもになると、器から器
に移すことで片栗粉の流れる様子を観察
している姿も見られた。

【寒天あそび】
　寒天を使って感触遊びを楽しむ。寒天に固さの違いがあり、何
度か触っていくうちに崩れないようにそっと掴んでみたり、反対
に指先を使って押しつぶす感触を楽しんだりしている。力の入れ
方によって崩れてしまうため加減をしながら触っていた。色のつ

・子ども自らの感覚を通して感じること
を大切にするために、子どもが反応する
前に「冷たい」「きれい」など保育者の感
覚を先に伝えないよう心掛けた。
・色を付けることで氷の感触や温度だけ
でなく、色の滲みや混ざる様子を視覚で
楽しめるようにしていった。

・水の量を変え、二種類の濃度の異なる
水溶き片栗粉をつくることで感触の違い
を感じられるようにした。
・タライを用意し、より広い範囲で感触
を楽しめる場所を提供していき、全身を
使って感触を楽しめるようにしていった。
・興味を示さない子どもは無理に誘うこ
とはせず、タイミングを見て言葉をかけ
た。楽しんで触る子どもや保育者の様子
を見ることで、やりたいと思えるような
環境をつくっていった。

・氷や片栗粉同様、色や固さに違いを出
すことで比べて触ることができるように
した。指先や手の力加減を知ることがで
きるように崩れやすい寒天を使用した。
・手が汚れることを嫌がる子どももいた
ため、視覚的な楽しみ方もできるように

私立保育園
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いた寒天を両手に持ち、交互に見ることで色の違いを発見した
り、わざとつぶして他の色と混ぜてみたりする様子もあった。
「あお？」「きいろ？」と大人に尋ね、色の名前にも興味を持っ
ていた。
寒天を固めるにあたって冷やしていた
ことで冷たさを感じている子どもの姿
もある。
氷の際に「冷たい」と言っていた大人の
言葉を覚え「つめたい」と言葉にする。

　１歳児は自らが動きたいように
動けるようになることで、ものとの関わりを積極的に広げてい
く大切な時期にあることから、クラス目標にも五感を大切にす
ることを掲げ、クラス全体で取り組んでいる。
子どもの体験・経験の幅を広げていくことも保育者の役割である
ことを念頭に、今後も様々な物に触れる機会を作っていきたい。

スプーンを用意した。また、全ての着色は
食紅を使うことで口にしても害のないよう
にした。
・同じ体験を何度か重ねることで新たな発
見に繋がったり、以前のことを思い出した
りと興味の幅を広げられるようにした。
・誤飲や誤嚥など危険を想定できる側面も
ある。安全の確保を前提にした十分な配慮
のもと子どもの好奇心を引き出していける
ような環境づくりに取り組んでいる。

・一斉ではなく興味、関心のある子どもた
ちからやりたい時に十分楽しめるよう環境
を整えていく。

４．考察（C）

・十分な場所と時間を確保することによって、一人でじっくりと楽しむことや友だちとの関わりが生
まれる環境をつくり、試したり工夫したりするなど、思考力の芽生えに繋がるようにしている。
・好きなことも苦手なこともその子の個性や特性であることから、無理強いすることなく子ども
の「やってみたい」という気持ちを引き出すあそびや言葉がけをしている。
・保育者も同じ体験をする中で子どもが感じた思いを汲み取り共感することで、思いが伝わった嬉し
さやさらなる好奇心・探求心を高め、自分でやってみようとする意欲が培われるようにしている。
・あそびの中で様々な物に触れ、色・手触り・形・匂い等、様々な感覚を楽しめるようにしてい
るとともに、豊かな感性と表現が養われるようにしている。

５．まとめ及び今後の課題（A）

・子ども自ら感じたり考えたり、気付いたりすることを大切にしていくためにも、保育者の感性
を押し付けることなく、子どもの表現を受け止め共感していくことで、安心して自由に表現で
きる環境を整えていく。
・子どもの発達や興味・関心に応じて遊具や用具、様々な素材・自然物を用意し、あそびの中に
展開していくことで身体の諸感覚を刺激する体験ができるようにしていく。
・ここまでの感触あそびは指先からの体験が多かったが、今後は全身を使った感覚に訴える水あ
そびやボディペインティングなどの遊びを展開していく。

【５領域】（１歳～５歳）

健康　　　　　人間関係　　　　　環境　　　　　言葉　　　　　　表現

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿]（10の姿）

健康な心と体　/　自立心　/　協同性　/　道徳性・規範意識の芽生え　/　社会生活との関わり

思考力の芽生え　/　自然との関わり生命尊重　/　数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

言葉による伝え合い　/　豊かな感性と表現
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学校法人常磐学園 認定こども園 なかのこども園
２歳児クラス

１．実践の背景（P）

①　中野区	保育の質ガイドラインの中で着目した項目や内容
・P8　生活や遊びを豊かにする自然環境・地域環境「戸外遊びは、外気浴や気分転換になった
り、身近な動植物や自然現象に関わり新しい発見や感情が生まれたり、全身を動かすことを
楽しんだりする等、子どもにとって成長や発達を促す大切な経験となります。」
・P22　食育栽培や調理保育を通して、子どもたちが自然や素材に目を向け、自分で体験すること。
②　①を受け、保育の中で大切にしたいと思ったこと、改善すべきと感じたこと。
・動植物に触れながら、子どもたちから出る疑問や発見に寄り添い、答えたり一緒に考えたり
する中で新たな考えや発見を引き出していく。
・動植物を通していのちに触れる。

２．実践のねらい（P）

・夏野菜の成長をみながら、数や色などの変化に気づき、発見を楽しむ。
・自分たちで収穫したものを食べるという経験をし、食事への意欲を高める。

３．実践事例（D）

実 践 内 容 保育者の具体的な配慮及び心がけたこと

・幼児クラスが食育の一環として、夏野菜（ナス、キュウ
リ、ピーマン、ミニトマト）の栽培をプランターで行う。
園庭で遊ぶ際、芽が出てくると「なんだろう？」という様
子でプランターをのぞき込む姿が見られた。興味津々と
いう様子で、戸外遊びにでると一目散にプランターに走り
寄っていく。

・外に出てきた保育者を見つけると手を引いていき、
「こっち来て！なんかあるよ」「お花咲いてるよ」「（小さい
実を指さし）なんかみどりいろのある！」など、少しずつ
大きくなっていく野菜を見ながら嬉しそうにする。その中
で、色の変化や形に関心を持ち、保育者に報告に行った
り、身体を使って実の形を表現したり、保育者と実の数を
数えたりする。

・言葉で表現していたことを、子どもたちが地面に「これ
はナス」「キュウリ」など野菜の絵を描いて表現し始める。

・「キュウリ大きくなった」「たくさんあるね」「赤いトマ
トと緑のトマトがある」と様々なことに気づき、発見して
いく。その中で「なんで？」という疑問が生まれる。子ど
もたちから出てくる「なんで？」に、保育者が答えを教え
るのではなく、再度「なんで大きくなったのかな」と問い
かける。
保育者の問いに対し、「水をごくごく飲んだからじゃない？」
と観察する中で水まきをする様子を見て、そのような発想

・子どもたちの「なんだろう」という思いに対し
て、一緒に「なんだろう」と考えてみる。答えを
与えるのではなく、共に考えること、何ができる
のかというワクワクに共感することを心がける。

・「ほんとうだ。みどりいろしているね」や、子
どもが実を見て「ちいさいね」というのを同じよ
うに「ちいさいね」と返すなど、子どもたちの気
持ちや気づきにわかりやすく応えるようにした。
そうしていると、「まだあかちゃんだね」など、
子どもたちから自由な発想が出てくるので、その
発想を大事にする。

・保育者主導で絵を描き始めるのではなく、子ど
もたちの中から自然と始まり、数名に広がる。ま
だ殴り描きのような絵ではあっても、子どもたち
が「ナス」「キュウリ」とイメージしながら描い
ていることを共有しながら、表現する楽しさを知
ることができるよう関わる。

・大きくなったというので、「○〇ちゃんの顔よ
り大きい？」など言葉でのやり取りを楽しむよう
にする。また、何かと比較できるような伝え方
をし、どれだけ大きいのかがよりわかるように
伝える。子どもたちの「なんで？」からでてく
る自由な発想をお互いに楽しみ、大事にする。子

認定こども園
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に結びつく子もいる。その他にも、大きくなりすぎたキュ
ウリを見て「爆発しちゃう」と心配する子も出てくる。野
菜の変化を友だちや保育者に伝え、やりとりを楽しむ姿が
見られる。
・幼児クラスが収穫し、残ったトマトを２歳児も収穫でき
ることになる。そのことを保育者から聞くと、喜ぶ子がい
る一方で、毎日観察してきたことで愛着が芽生え、寂し
さを感じる子もいた。「そうだよね。ずっと見てたからね」
と子どもの気持ちを受け止め、言葉にして寄り添う。「で
も、トマトさんこのまま枯れちゃったら寂しいと思うから
食べてあげよう」と言葉をかける。

・収穫したその日の給食にトマトがでる。「みんながとっ
てくれたトマトを給食の先生が料理してくれたよ」と伝え
る。「トマトはどうですか」と聞くと、「おいしい」「甘い」
「すっぱい」など、それぞれ感じたことを嬉しそうに話し
ていた。

どもたちが保育者の「どうしてかな？」という問
いかけに様々な思いをめぐらせ、言葉で伝えよう
とする姿を見守りながら、伝えるのが難しそうな
ときにはさりげなく保育者が言葉にし、子どもた
ちの言葉の発達を育み豊かにしていく。
・子どもの気持ちを言葉にして代弁したり共感し
ながら受け止めていく。
・みんなが収穫したトマトであることをわかりや
すく伝える。自分で収穫して食べるという喜びを
感じられるようにする。トマトについて聞き、そ
の時の子ど
もたちの気
持ち、感じ
たことを言
葉にしなが
ら共に喜ん
でいく。

４．考察（C）

　疑問をもったり、思考をめぐらせたりするようになり、自分で発見したり考えたりということ
を活発に行っていた。保育者が全て答えてしまうのではなく、子どもたちに問いかけたり一緒に
考えたりすることで、新たな発見を引き出すことができた。大きくなりすぎたキュウリを見て「ば
くはつする」と言ったり、「なんで大きくなったのかな」という問いに「水をごくごく飲んだから
じゃない」と答えたり、子どもたちなりに考えていること、ここまで発想できるようになってい
ることに驚いた。子どもたちの成長を目の当たりにし、さらに様々な発想を引き出していきたい
と思った。

５．まとめ及び今後の課題（A）

・発想を引き出していくために、今後どのような取り組みができるのか、職員で話し合う必要を
感じた。
・今回は幼児クラスの育てているものを観察し収穫したので、冬野菜や春に花を咲かせる植物な
ど、この後すぐ取り組めるような栽培を考える。水やりなどの世話をしながら、自分たちで育
てていくという気持ちをもって成長を見守る体験ができるようにする。その中で、保育者がど
のように働きかけると「自分たちで育てている」という気持ちを子どもたちが感じながら栽培
を体験していくことができるのか、考えて実践できるようにしていく。

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿]（10の姿）

健康な心と体	/　自立心　/　協同性　/　道徳性・規範意識の芽生え　/　社会生活との関わり

思考力の芽生え　/　自然との関わり生命尊重　/　数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

言葉による伝え合い　/　豊かな感性と表現

【５領域】（１歳～５歳）

健康　　　　　人間関係　　　　　環境　　　　　言葉　　　　　　表現
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学校法人八幡学園 やはた幼稚園
５歳児クラス

１．実践の背景（P）

①　中野区	保育の質ガイドラインの中で着目した項目や内容
P. 8　ウ　自発的な遊びを促す環境「子どもが自ら遊びたくなるような環境を構成し、子どもが

十分楽しみ、満足感や充実感を得ることができるようにします。」
P. 9　（保育環境）チェックリスト　【自発的な遊びを促す環境】①、④～⑨
②　①を受け、保育の中で大切にしたいと思ったこと、改善すべきと感じたこと。
・子どもの興味および関心を引く環境の構成やかかわりができているか。
・子どもが不思議さを感じる環境の構成やかかわりができているか。
・それぞれのマテリアルの美しさを感じることや、気になることを充分に試せる環境構成や関
わりができているか。
・子どもの創造性、想像性を刺激し、自由に表現するためのかかわりや環境構成ができているか。

２．実践のねらい景（P）

　例えばライトテーブル、自然物、カラーフィルムなどを使用し、光によるマテリアルの変化を楽
しみ、それぞれを組み合わせて見立て遊びを行うなど、ディスプレイを含む用意された環境に対
して不思議さや面白さを感じ、自分なりに遊び、工夫し、試し、好きな表現方法を充分に楽しむ。

３．実践事例（D）

実 践 内 容 保育者の具体的な配慮及び心がけたこと

　登園後の自由な遊びの時間に使用することができる「光
と影の部屋」で、興味を持ったマテリアルを使用し、ライ
トテーブルやミラーテーブル、OHP、スポットライト、
LEDライトなどのある環境の中で使用する。
　子どもは、試行錯誤することによって、新たな発見をす
ることができる。子ども自身が自由に遊びを作り出し、提
示されている見本や保育者の提案なども参考にしながら、
新たな手法や表現方法を知り、考え、話し合い、色々なこ
とを試し、工夫し、理解し、学んでいくのである。
　本事例では、５歳女児Ａ・Ｂが２台重ねの隣り合った
テーブルのテーブル下空間を土地に見立てて遊ぶ姿が見ら
れた。初めは女児Ａが空間にプラスチックのカップやペッ
トボトルを並べ、入口に青いアクリル積み木を置き、迷路
を作っていた。女児Ｂは、隣の同じテーブル下の空間を街
に見立て、街を作り、ガラス製のおはじきを雪に見立て降
らせていた。
　女児Ａが青いアクリル積み木をLEDライトで照らすと、
その光の色が青く変化した（写真1）。そして、ボトルに
入った水の色も一斉に変化したことに驚き、女児Ｂは女児
Ａがピンクのカラーセロファン越しに見ていたのを見て、
次はそのセロファンをライトに当てて試してみる。ライトや
ボトルの中の色がピンクに変わったことで、閃いたように
緑色の葉をライトに透かすように当てると、空間が黄緑色

・遊びのなかでの発見から興味が更に増
し、発展するよう様々なマテリアルを準
備し、自由に試すことができるように環
境設定をする。保育者は、子どもと一緒
に楽しみながら気づきを促す言葉をかけ
たり、疑問を伝える。

私立幼稚園

写真１

写真２
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に照らされる（写真２）。観察者が女児Ａに「すごい。葉っ
ぱの色になったね。見た？」と聞くと、女児Ａは女児Ｂに
「本当だ。こっちに来て。」と言葉をかける。すると、女児
Ｂも同じように黄色がかった葉をライトに当てる。それを
見た女児ＡはLEDライトに葉を覆わせ、安定した黄緑色
の光が放たれるように工夫した。女児Ｂもその黄緑色のラ
イトに更に葉を被せ、光の色の変化を確かめた。
その後、女児ＡもＢもいろいろなものを試すようになり、
ペットボトルのキャップやカラーセロファンを使用し光の
色の変化を楽しんだ。
　そのうち、当初は雪として扱って配置していたガラス製
のおはじきを色ごとに「女の子は赤、黄色はおじいさん、
おばあちゃんは青」などと決め、おままごとや迷路の空間
に、それぞれが好きなおはじきを擬人化し、動かして遊ん
だ（写真3）。

・どこに光をあてたらきれいかスタンド
ライトの角度の調整ができるように言葉
をかける。
より効果的に光の効果が伝わり、子ども
自身がその美しさや面白さに気づくよう
心掛けた。

４．考察（C）

　保育者の言葉掛けによる子どものマテリアルやライト等の物的環境に対する視点や「試してみた
い」という動機付けがあると、子どもはマテリアルに新たな好奇心や探究心を持って試すように
なる。「こうしなさい」ではなく、「きれいだね」「こうすると、どうなるんだろう」など、共感や
感嘆、疑問を呟くことによって、子どもが取り組んでいた内容に新たな視点をもたらし、試行錯
誤のきっかけを与えることができるのではないか。また、子ども同士のやりとりの中での発見も、
遊びが発展していく重要なポイントであると感じた。そして、子どもが存分に試行錯誤できるよ
うに物的な環境を整えておくことで、より自由でより幅のある、好みの表現方法を見出すことが
できるのではないだろうか。そのため、子どもが何に興味関心を持っているか、また持つかをよ
く理解・予測することが、人的環境の在り方や物的環境の構成をよく調整できる例だと考える。

５．まとめ及び今後の課題（A）

　光と影を効果的に作ることができる部屋であることを活かしたあそびがより豊かになるよう、
マテリアルの種類と数を充実させ、好奇心や探究心を高め、遊びの継続につながる空間を整えて
いくこと、またあそびの過程を大切に、より発展するきっかけの言葉かけや、一緒に大人が楽し
むことで安心感を得てより好奇心旺盛にあそびに集中できるよう心掛けたい。また、光と影の部
屋でのあそびから生まれた好奇心・探究心および知識や学びが屋外など他の空間での発見や新し
いあそびにつながり、広がっていけるような活動を、丁寧な観察や振り返りによる環境構成を周
到に行いながら重ねていきたい。

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿]（10の姿）

健康な心と体　/　自立心　/　協同性　/　道徳性・規範意識の芽生え　/　社会生活との関わり

思考力の芽生え　/　自然との関わり生命尊重　/　数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

言葉による伝え合い　/　豊かな感性と表現

【５領域】（１歳～５歳）

健康　　　　　人間関係　　　　　環境　　　　　言葉　　　　　表現

写真３
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中野区立 ひがしなかの幼稚園
５歳児クラス

１．実践の背景（P）

①　中野区	保育の質ガイドラインの中で着目した項目や内容
P13（5）保育の内容　人を信頼し、安心して、自らやってみようとする意欲や興味・関心、好

奇心・探究心等の心情、考える力や認識が培われ、自己肯定感をもっている。
②　①を受け、保育の中で大切にしたいと思ったこと、改善すべきと感じたこと。
・遊びの中で様々な気付きや発見をしながら試行錯誤を繰り返し、思考を深めていくこと。
・友達とのやりとりの中で、思いや考えを言葉でやりとりしながら、主体的・対話的で深い学
びが保障されること。	
・自分なりの見方・考え方で、事象を関連づけて考え、喜びを感じること。

２．実践のねらい（P）

・好きな遊び（ロケット飛ばし）をする中で、友達と考えや気付きをやりとりしながら、自分の
めあてに向けて試行錯誤し、やり遂げる満足感や充実感を味わう。

３．実践事例（D）

実 践 内 容 保育者の具体的な配慮及び心がけたこと

　学級全体で見たプラネタリウムをきっかけに、トイ
レットペーパー芯でロケットを作り遊んでいた。「本物
みたいに発射させたい」というＡ児の言葉に、教師とＢ
児と三角の積み木を使って輪ゴムの力で飛ばす発射台を
作った。
	
　何度も繰り返し飛ばして遊ぶＡ児とＢ児の様子を見な
がら教師も仲間に加わり、「もっと遠くに飛ばすにはど
うしたらいいのかな」と教師が言葉にすると、Ａ児とＢ
児は「いっぱい引っ張るといいんだよ」と言いながら、
力いっぱい引っ張るとゴムが切れてしまった。修理のた
めに材料置き場にゴムを取りに行ったＡ児は「こんなの
あった！」と、太い輪ゴムを持ってきた。Ｂ児は「それ、
強そう」と賛成した。そして、Ｂ児は「（ゴムを強く引っ
張れるように）ここを長くしたら？」と、ラップ芯を持っ
てきて、さらに長くして試すと今までより遠くに飛び、
２人で歓声を挙げた。
　隣の発射台でロケットを飛ばしながらそのやりとりを
聞いていたＣ児が「こっちも長くしたい」と言い、ラッ
プ芯を付けて長くした。「ゴムも太くする？」と教師が
聞くとＣ児は「それはいい」と断り、細いゴムのままに
した。２台の発射台を並べてロケットを飛ばしていたの
で教師が「こっちは太いゴムでこっちは細いゴムなんだ

・遠くに飛ばしたい思いから繰り返しやっ
ている幼児が多い。同じ場にいる幼児とめ
あてを共有し考えや気付きをやりとりしな
がら取り組めるように、教師が言葉にして
いこう。
・より遠くに飛ばすというめあてに向けて
いろいろな素材を工夫して試せるように幼
児がすぐ気付く場所に素材を出しておこう。

・Ａ児はゴムが太いと強い力になると考え
ている。Ｂ児はより引っ張れるように芯の
部分を長くしようとしている。それぞれの
発案に刺激を受けて自分なりの考えを伝え
ようとしている。それぞれ自分の考えたこ
とを試せるように見守ろう。

区立幼稚園
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ね。輪ゴムの太さが違うと飛ぶ距離も違うのかな」と
見ていると、Ａ児が「じゃあ落ちたところにポケット
ティッシュを置いて目印にしよう」と言い、飛距離を比
べ始めた。太いゴムの方が遠くに飛び、A児は「こっち
の方が飛ぶ」と喜んだ。
　しばらくして、新たにＤ児が「発射台をもっと立てた
ら遠くに飛ぶかも」と言い、三角の積み木の角度を上げ
て試してみた。Ｄ児は「天井まで届く！」と喜んだが、
「でも遠くには飛ばなくなった」と言い、積み木を元の
角度に戻した。そして、最後にＤ児は「太い輪ゴムで、
芯が長くて、この向き（角度）が最強。」とつぶやいた。

・２台の発射台を比較できるように、違い
を言葉にして気付かせよう。
・着地点が分かるように、ポケットティッ
シュという身近な物を活用している。比較
するためにどうしたらよいか自分なりに考
えた工夫を認めつつ、見守ろう。
・友達の姿を見て、自分なりに情報を取り
入れつつ、新たな考えも出てきた。Ｆ児の
考えを教師も一緒に確かめよう。

４．考察（C）

・２台の発射台を並べておくことで、友達の姿に注目しやすく、芯の長さ、ゴムの太さ、発射角
度などを比較し、試してみる中でいろいろなことに気付いていた。友達と互いに考えたことや気
付いたことなどを伝え合い、さらに考えを深めていくことができるような環境が大切である。
・教師が繰り返し飛ばして遊ぶ幼児の姿から「より遠くに飛ばしたい」という思いを捉え、「もっ
と遠くに飛ばすにはどうしたらいいかな？」と言葉にしていくことで友達とめあてが共通になっ
た。そして、友達の動きを意識するようになり、自分なりの考えを友達に伝えたり、友達の考え
を取り入れたりする姿が見られ、一緒に楽しむことにつながった。
・幼児なりの考えが試せるように、製作コーナーに様々な素材を用意したり、必要に応じて提示し
たりした。自分が予測したことをやってみる試行錯誤が十分にできた。幼児が考えて試す姿を見
守ったり、要求してくるまで待ったりしたことで、自分たちなりにじっくりと試す面白さを感じ
ることができた。

５．まとめ及び今後の課題（A）

　５歳児になると、互いに言葉でやりとりしながら遊びを進めていくことを楽しむようになる。
そのため教師は、学級全体で体験したことを生かした遊びとなるよう働きかけ、思考力を働かせ
ながら、共通の遊びに向かっていけるような環境や教材を意図的に設定している。この遊びを通
して、幼児は今までの経験を生かして予測したり、友達の考えから新たな考えを生み出し工夫し
たりして遊ぶ面白さを味わうことができた。このように、友達と共通のめあてに向けて試行錯誤
する楽しさや、互いの考えを伝え合いながら遊びを進めていく充実感を味わうことが深い学びと
なり、小学校以降の友達と協力して生活したり学び合ったりする姿につながっていくと考える。

【５領域】（１歳～５歳）

健康　　　　　人間関係　　　　　環境　　　　　言葉　　　　　表現

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿]（10の姿）

健康な心と体　/　自立心　/　協同性　/　道徳性・規範意識の芽生え　/　社会生活との関わり

思考力の芽生え　/　自然との関わり生命尊重　/　数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

言葉による伝え合い　/　豊かな感性と表現
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社会福祉法人龍美 陽だまりの丘保育園
３. ４. ５歳児異年齢グループ

１．実践の背景（P）

①　中野区 保育の質ガイドラインの中で着目した項目や内容
P13（5）保育の内容　人を信頼し、安心して、自らやってみようとする意欲や興味・関心、好

奇心探究心等の心情、考える力や認識が培われ、自己肯定感をもっている。
②　①を受け、保育の中で大切にしたいと思ったこと、改善すべきと感じたこと。
・子どもの声を大切にし、遊びを中心とした保育を通して、子どもの資質・能力を育む。

２．実践のねらい（P）

・身の周りにある自然の不思議さに気づき、試して、挑戦してみたい思い（興味・関心）を保障し、
広げていく。

３．実践事例（D）

実 践 内 容 保育者の具体的な配慮及び心がけたこと

　子どもたちは、前年度からマンホールを調べたり、泥水をき
れいにする実験をしたりする中、海や雨などの私たちの身の周
りの自然界にある水が循環していることを知りました。
　その中で、“なぜ海の水はしょっぱいの？”という疑問が生
まれました。海の水は川から流れてきて、その川の水は元々雨
なのに…そこから子どもたちが予測を立て始めます。
3歳児からは、「ペンギンが南極で塩を撒いているのかも…」
4、5歳児からは、「塩を作る機械が海の底にあるのかな…？」
「川？雨？がしょっぱいのかな…？」という言葉が出てきまし
た。話し合いの中で、雨、川等がすでにしょっぱいのではない
かという予測を検証することになりました。
　まず、雨が降る中、空のペットボトルを置き、溜まるのを心
待ちにします。次に、Ｂちゃんが休日に“海の水”を汲んでき
てくれました。そして、皆で近くの川やいくつかの公園を流れ
る川の水も集めてみることにしました。Ｂちゃんから海水を汲
んだ時の方法を教えてもらい、バケツに紐を付けて散歩中に、
川から水を汲み上げます。
　水が集まったところで、しょっぱいかどうかをどのように確
かめるか話し合います。「舐めるのはダメだよ。バイ菌とか微
生物がいるかもしれない」と舐める事は危険であると感じてい
るようでした。
　そこで、置いておくと、水が無くなって塩だけが残るという
方法を調べましたが、更により早く取り出せる、火にかけると
いう方法を調べ、早速試してみることにしました。
　水道水、川の水、雨水、海の水と順番に火にかけていった結
果“海の水”からのみ、塩が出ました。
　その前後には、朝露を集めたり、雨上がりの葉の上の雨
水を集めたり、湯気と雲の実験をしたりもしています。

・お集まりで、“なぜ海の水はしょっぱ
いの？”という疑問が生まれたことから
「〇〇ちゃんはどう思う？」という質問を
多くの子どもたちにし、意見を丁寧に聴
く。　
・その場でホワイトボードに書いて、視覚
化することで、３歳児も興味を持って会話
に参加していることを見守る。
・子どもの声（予測）を聴き漏らさず、確か
めるためどうするか子どもたちと一緒に話
し合い、一つひとつ丁寧に行っていく。
・雨が降ったら忘れずに雨を集められるよ
う、イラストと文字で掲示する。

・水の安全面、衛生面に十分に配慮する。
・話し合いを設け、子どもの話をよく聴
く。
・塩に関する本を準備
する。
・鍋やガスコンロ等を
準備する。
・水や消火器の位置の
確認、鍋の大きさ等安全面を考える。
・塩を取り出す際、すぐに触れるとや

私立保育園
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　話し合いの中から、雨⇒川⇒海⇒蒸発⇒雲⇒雨という循
環について振り返り、水は循環をしても、塩は海に残った
ままと考えるようになりました。
　翌年、子どもが海水を持ってきてくれた事をきっかけに、
海水から塩を取り出す実験が再び始まります。見て聞いて
覚えていた前年度3・4歳児だった子どもたちが、卒園した
５歳児がいない中でも、塩を取り出す実験を行う姿があり
ます。子どもたちが、海水の募集ポスターを作ったことで、
保護者が、出張や旅行にいく度に、持ってきてくれるよう
になりました。全国の海水が集まることで、全国の県名や、
海、湾の名前への興味にも広がりました。
　取れた塩の重さを計って比べるために、記録をとり始め
ます。図鑑から“塩水は電気が通る”という実験が始まり、
また、塩の量の違いに気づき始めます。『電気が流れる物
は、塩水以外にあるか？』の実験が園内探検をしながら始
まりました。
　お楽しみ会で、調べたことを発表することで、どうやっ
たらわかりやすく表現できるかを、話し合いながら考えて
います。協同的な学びの中、お楽しみ会で発表することで、
知識、思考の整理、活動の振り返り等に繋がっています。

けどの恐れがあるため、冷めてから行
うよう子どもに伝える。

・異年齢保育を行い、文化や興味・関
心が継続しやすい環境を整える。
・子どもたちが自分たちで主体的に保
護者に発信していけるよう話し合った
り、道具を用意したりする。
・日本地図の掲示により、県名や名称
への興味に広がるようにする。
・計量器や顕微鏡を用意し、重さや詳
細まで調べることができるようにする。
・透明な丸い容器（シャーレ）を用意
し、中を黒くすることで、塩の結晶
が見えやすくなり、自分たちの活動が
“見える化”され、より興味の継続につ
ながる。
・行事では、子どもたちが何に今興味
を持っているのか、どう表現したいと
思っているのか、話し合いを設ける。

４．考察（C）

　年度を越えて長期間、興味を持ち続けた塩づくりでした。子どもたちのつぶやき（疑問）を拾い、
お集まりで共有し、楽しく遊んでいることを支えた結果であり、環境設定と話し合いに力を入れ
ました。遊び込めば遊び込むほど、次の疑問ややりたいことが芽生え、それを行うためにまた問
題に突き当り、解決するために考え、話し合いと興味が長期に繋がっていったと思います。また
“なぜ？”“どうして？”を一人一人に尋ね、丁寧に聴くことが、それぞれの探究心を伸ばすこと
になったのだと思います。

５．まとめ及び今後の課題（A）

　不思議なこと等に、疑問を感じ、夢中で調べていく中、知識の取得や結果以上にその過程を楽
しんでいる姿がありました。今後も、子どもの夢中を大事にし、友だちと試行錯誤し、協力して
いく時間、対話をする時間、考える時間を設けること、質問やアウトプットすることを大事にし
ていきたいと思います。

【５領域】（１歳～５歳）

健康　　　　　人間関係　　　　　環境　　　　　言葉　　　　　表現

【幼児期の終わりまでに育ってほしい姿]（10の姿）

健康な心と体　/　自立心　/　協同性　/　道徳性・規範意識の芽生え　/　社会生活との関わり

思考力の芽生え　/　自然との関わり生命尊重　/　数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚

言葉による伝え合い　/　豊かな感性と表現
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中野区保育の質ガイドライン改訂検討会委員（敬称略）

No. 所　　属　　等 委 員 氏 名

１ 和洋女子大学人文学部こども発達学科准教授　(会長) 小 山　朝 子

２
学校法人八幡学園　やはた幼稚園園長

学校法人八幡学園　やはたみずのとう幼稚園園長
　　　　　　　　　（認定こども園）

関　 　政 子

３ 社会福祉法人龍美　陽だまりの丘保育園園長 曾 木　書 代

４ 中野区立	ひがしなかの幼稚園園長 宮 本　実 利

５ 中野区立	弥生保育園園長 滝 瀬　恭 子

保育実践協力園

学校法人八幡学園

やはた幼稚園
社会福祉法人龍美

陽だまりの丘保育園

社会福祉法人青柳保育会

中野打越保育園

学校法人常磐学園
認定こども園
なかのこども園

中野区立	

ひがしなかの幼稚園

中野区立　

弥生保育園

　中野区ホームページ
『中野区保育の質ガイドラインについて』
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